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「労働者」であるかどうかということは、労働基準

法・労働安全衛生法や労災保険法の適用を受け

られるかどうかということにつながる。労働基準法

第9喚によって、「労働者」とは「使用される者で、賃

金を支払われる者をいう」と定義されてはいるもの

の、具体的な判断となると容易でない事例も多く、

過去争いになってきた。

このため、数多くの解釈例規(行政通達)や学説、

先例(審査官決定や審査会裁決等)・判例等が積

み重ねられているが、なお、普遍的な判断基準を明

示することは困難と言われる状況にある。

主な解釈伊l規だけでも次のようなものがある0

.新聞配達人(労働者である場合が「通例」。昭

22.11. 27基発第400号、昭23.2.24基発第3 5 6号)

.大工(昭 23.12.25基収第4281号)

・生命保険の外務員(昭23. 1. 9基発第13号、昭

41.1. 5基収第6573号)

・消防団員(一般に労働者でない。昭24. 1.1 0基収
第3306号、昭33.2.13基発第90号)

-共同経営の事業(昭 23 .3 .24基発第498号)

・競輪選手(一般に労働者ではない。昭25 .4. 24基
収第4080号)

・芸能タレント(昭63.7.3 0基収第355号)

・あんま師・はり灸師(昭 3 6.4.19基収第800号)

.授産施設の作業員(昭26.10.25基収第3821号)

.職員を兼ねる重役(昭 23.3.17基発第461号)

.看護婦見習(昭24 .4 .13基収第886号)

・放送協会専属の管弦楽団・合唱団・劇団・効果

団(一般に労働者。昭 24.7.7基収第2145号)

・厩務員(一般に労働者、調教士が使用者。昭

32.10.18基収第6819号)

-宗教団体(昭27.2.5基発第4 9号)

・委託契約による学校用務員等(一般に労働者。

昭4 4 .4 .7基収第343号)

また、労災保険給付の請求に対して、「労働者資

格」が認められず、審査請求、再審査請求で争わ

れる事件も少なくない。労働保険審査会に過去再

審査請求された労災保険関係の事件総数10 ,382

件 (1956年8月 ～1995年3月)のうち、 276件が「労

働者資格Jが争いになったものであるロそのうち

1994 年度末までに、 249 件について裁決が出さ

れ、原処分取消t 労働者資格を認められたものが

43件、棄却204件、却下2件となっている。

争いになるのは、土木建設職人、木材伐採搬出

等従事者、トラック等持込運転手(傭車運転手)な

どのケースが多くみられる。なお、「労働者資格jに

争いのある労災保険関係事件の審査請求・再審

査請求の最近の状況は次頁表のとおりである。

そのようななかで、労働大臣の私的諮問機関とさ

れる労働基準法研究会の第1部会(労働契約関

係)が、 1985年 12月19日に、「労働基準法の『労働

者』の判断基準について」という報告をまとめた

(1985年報告)。この報告では、「普遍的な判断基

準を明示することは必ずしも容易ではない」としな
がらも、学説、裁判例等を整理し、 r~労働者性』の判

断基準Jとしての「使用従属性 (r指揮監督下の労

働」と「報酬の労務対償性J)に関する判断基準」と

rr労働者性』の判断を補強する要素」をまとめてい

る(24頁参照)。また、それに基づき、「傭車運転手」

と「在宅勤務者」についての、より具体的な判断基

準を示している。

その後、 1993年5月10日の労働基準法研究会

労働契約等法制部会報告「今後の労働契約等法

制のあり方についてJ(1993年報告)では、「個別の

事案に即して総合的に判断せざるを得ないと考え

られることから、現状においては例えば告示等によ

り『労働者』の範囲を定めるといった一義的な明確

化のための方策を講じることは困難」として、上記

1985年報告「により運用することが適当である」と

した(27頁参照) 。

この1993年報告は、他方で、「行政としても具体

的判断事例の収集、提供を積極的に行い、より具

体的な運用基準を作成するなど、引き続き判断基

準の明確化に努めることが適当である」と指摘し

ていた。これを受けて、「建設業手間請け従事者J

及び「芸能関係者」について、 1985年報告「をより
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「労働者資格」に争いがある事件の(再)審査請求の処理状況

「請求の増ム減」欄は、事件の移送、併合、分離等による増減
労働省資料により全国労働安全衛生センタ 連絡会議が作成

年度

審査請求

同u年度

末残

請求 決定 眼下 請求の

摺A減

本年度

末残取消 棄却 却下

1991 52 38 6 2E 2 B ム2 4E

1992 46 42 3 25 5 54

1993 54 36 2 30 12 ム3 42

1994 42 35 6 34 D 6 ム2 29

年度

再審査請求

削年度

末残

請求 裁決 取下 請求の

掴ム減

本年度

末残取肖 棄却 却下

1991 33 10 7 。。 35

291992 35 6 12 日 。
281993 29 10 9 。

271994 28 7 2 6

具体化した判断基準のあり方につ

いて検討」することを労働省から依

頼された労働基準法研究会労働契

約等法制部会労働者性検討専門

部会が1 9 9 6年3月2 5日にまとめたも

のが、 6月号で全文を紹介した報告

「建設業手間請け従事者及び芸能

関係者に関する労働基準法の『労

働者』の判断基準について」である

(1996年報告)。

これによって、労働基準法研究会

の1 9 8 5年報告で示された「一般的

な判断基準J(24頁参照)と、①傭車

運転手、②在宅勤務者、③建設業

手間請け従事者、④芸能関係者に

ついての「より具体的な判断基準J

が示されたことになる。

今回の1 9 9 6年報告で「建設業手

間請け労働者」と「芸能関係者」が

取り上げられたのは、全国建設労働組合総連合

(全建総連)、社団法人日本芸能実演家団体協議

会(芸回協)、映画演劇関連産業労働組合共闘会

議(映演共闘)等関係団体の強力な取り組みによ

るものである。 1 9 9 6年報告をまとめる過程で、労働

基準法研究会の専門部会は、上記3団体をはじめ

関係する労使等団体からのヒアリングやアンケー

ト調査等を実施している。

芸能関係では、ヒアリングの対象となった芸団

協、映演共闘のほか、協同組合日本俳優連合、日

本音楽家ユニオン、社団法人現代舞踏協会、芸団

協俳優関連団体連絡協議会、日本映像職能連合、

全日本舞台・テレビ技術関連団体連絡協議会に

よって「芸能関連労災問題連絡会(労災連)Jがつ

くられ、芸能関係者のまとまった取り組みが展開さ

れるとともに、芸能関連労災連と全建総連との問で

も協力・共闘関係がつくられてきた。

7月8日には、東京・日本青年館で芸能関連労災

連と全建総連の主催で「労働者性新判断基準

フォーラム 芸能人・建設手間請けに労災適用

を! Jが開催され、 2 0 0名をこえる芸能関係者、建設

労働者らが参加した。フォーラムでは、¢労働基準

法研究会専門部会報告についての古川景ー弁護

士の講演、②現場からの報告、③両国体の取悦E
みの経過報告と今後の決意表明が行われた。

全建総連からの現場報告では、東京都連の北村

博昭氏から、今回の報告に先立って、木造住宅新

築工事に手間請けで従事中、 2階から転落して下

半身麻極となった大工の大矢さんのケースについ

て、立川労働基準監督署の不支給決定を不服審

査請求で取り消させたといラ事例が報告された。発

注書に基づいて請求というかたちで報酬が支払わ

れていた、坪単価=出来高払いである、現場での

指示や出勤管理もされていない、所得税を白色申

告し専従者控除もとっている、ことなどから監督署

は「労働者性Jを否定したが、「形式」ではなく実態

上の判断から請負契約ではなく労働者であると認

めさせたロ

また、大阪建設労組の表木五郎氏からは、これ

までは監督署に相談しても、事故が起こってから

判断しましょう、念のため一人親方の特別加入をし

ておいた方がよい、という対応で、実際に事故が起

きた後で労働者性が認められたとしても一人親方

特別加入保険料が戻ってくるわけではないという

実態だったこと。事故発生の前に労働者性の判断

をして、事故が起こらないような安全衛生対策を確

保することが重要という観点から、積水ハウスの住

宅建設に従事する手間請け大工について、労使

各々から大阪労働基準局に対して「労働者性」を

確認する要請を行い、 7月中にも基準局の回答を

引き出すという取り組みの報告が行われたロ

芸能関係でも、俳優が労災保険の申請をしよう

としても監督署で申請そのものを受け付けないと

いうように、労働行政は「俳優(実演家)やフリース

タッフは労働者ではない」という偏見をもって対応

してきた実態がある。「補償を口にすると次の仕事

が来なくなる」という問題もある。芸能関連労災連

では1 9 8 8年以来の1 0数件の事故例をまとめてい

るが、それらは氷山の一角にすぎない。

映演共闘の緒方承武氏からは、新宿労働基準

監督署、東京労災保険審査官のいずれからも労働

者性を否定され、労働保険審査会へ再審査請求

の取悦坦みを行っているフリーカメラマン・故瀬川浩

さんのケース(19 8 6年2月に、ドキュメンタリー映画

「北の仏Jのロケーション撮影中に宿泊先の秋田県

湯沢市の旅館で脳梗塞で倒れ死亡)の報告。

日本俳優連合の玉川伊佐男氏からは、 1 9 8 8年7

月のテレビ朝日製作のドラマ「軽井沢シンドロー

ムj揖影中に、ワゴン車が中央分離帯の立木に激

突して音声係が死亡、出演者4名と担当ディレク

ターが重傷を負った事故、及び、 1 9 9 4年1 0月に日

本テレビ系列の火曜サスペンス劇場で放映され

た「まりえの客」撮影中に、俳優がモーターボートの

スクリューに巻き込まれて重傷を負った事故につ

いて、各々の顛末や背景事情、日俳連の取り組み

などについて報告された。

建設と芸能という異なった分野ながら、「怪我と

弁当は自分持ちJという「常識Jがまかりとおってい

る点では全く共通している。フォーラムでは、最後

に、芸能関連労災連・吉原敏章代表と全建総連・

佐藤正明書記長が壇上で固い握手で、今回の労

働基準法研究会報告を第一歩として今後とも協力

して取り組みを強化することを誓い合った。

今号では、労働基準法研究会の1 9 9 6年報告に

対する全建総連及び芸能関連労災連の「見解」、

及び、いずれも少し古い事例であるが、「労働者

性Jが認められて労災保険が適用されたバイク宅

急便ライダーとシルバー人材センター会員の事例

を紹介する。

労働基準法研究会の1 9 9 3年報告でも「新たな

就業形態」に言及しているが、バイク宅急便などは

その典型のむとつだろう。紹介したのは、 1 9 9 3年11

月に東京・品川労働基準監督署で労災保険給付

の支給決定がされた事例で、全国でも初めての

ケースと思われる。 9 4年2月号でも簡単に紹介して

いるが、そのときの自己意見書を紹介する。

一方、シルバー人材センターは、高年齢者雇用

安定法に基づく、労働省の高年齢者の生きがい

職業安定施策のひとつ。市町村単位で社団法人と

して設立されたシルバー人材センターが、「臨時的

かつ短期的」な仕事を有償の委任契約または請

負契約により引き受け、会員として登録した高年齢

者に対して、その能力、希望等に応じて提供し、報

酬を支払うというもの。 1 9 8 0年の国庫補助開始以

来拡大し続け、 1 9 9 4年度末で全国に6 8 0団体、約

33万人が会員となっている。さらに、この5月に高年

齢者雇用安定法が一部改正され(10月1日施行) 、

事業の全国展開のために「シルバー人材センター

連合」を指定するなどとされているロ

ここでは、法律で、シルバー人材センター会員は

労働者ではなく、会員が受けとる報酬も賃金では

なく「配分金」であると定められている。労働行政の

主導で、このような労働者ではない就労形態が急

拡大される中で、名目・形式と実態の羊離が生じ

ているのである。今回紹介したのは、形式的には

労働者とされないシルバー人材センター会員で

あっても、実態は労働者であると認められた初めて

の労働保険審査会の裁決である。

なお、大阪・豊中市シルバー人材センターから警

備会社に派遣され、警備会社が市から請け負った

市立体育館の警備等業務に従事中に転落死亡し

た会員の事例も、労働保険審査会の裁決待ちで

あり、その判断も注目される。

今後「労働者性」の問題がクローズアップされる

であろう新たな就業形態の問題を考えて 開rr買
いくための一助としていただきたい。 臥iム逼
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『手間請けJO )定義を明確ft
「請求書jによる報酬支払いでも可能

労働基準法研究会労働契約等

法制部会労働者性検討

専門部会報告に関する見解

1996年4月
全国建設労働組合総連合

I 報告に関する見解を出すに当たって

手間誇問題とは、手間請従事者が労働災害に

被災した場合、現行の労働者性判断基準(労働基

準法研究会1985年報告に基づく)では、労働者で

あるのか事業主であるのかの具体的判断基準が

なく、抽象的判断基準しかないため、個別被災事

例毎の解釈や運用に混乱が生じ、手間請従事者
の不安を招いていることにあります。また、手間請

従事者を使用する企業において画一的に一人親

方に加入させることが生じています。

全建総連としては、手間請従事者の労働者性が
争われる具体的労災事故事例が寄せられたり、企

業交渉報告において企業側は「監督署が労働者

と認めない」という発言を多くしていることから、手
間請従事者の労働者性の明確化を求める運動に

取り組みました。この運動は、単に手間誇従事者の

問題に留まるものではなく、雇傭関係が不明確な

建設労働者・職人の権利の確立という大きな意義

を持っています。
1 9 9 0年1月に労基研に設置された「労働契約等

法制部会」に対して、手間請従事者の「労働者性
の判断基準」の見直しを求め、 19 91年7月のヒアリ

ングにも応じてきました。その結果、 1993年5月の

同研究会報告で「手問請けjという言葉が入れら
れ、 rr手間請け』といわれる就業形態が広くみられ

るに至っている (r労働者」である場合とそうでない

場合とがあるが)Jと明記されました。
19 93年報告後、中央労働基準審議会で検討さ

れた後、再度労基研に戻され、 1 9 9 4年9月に専門

部会のヒアリングが行われた際には、文書と口頭
で手間請労働者の実態を詳細に明らかにすると

同時に、判断基準についての提案と要望を提出し
ました。さらに1995年3月の専門部会からの再質問

に対しては文書で回答しました。
今日まで、行政への要請行動と同時に、東京の

大矢氏の件の審査請求で労働者性を認めさせる

など数々¢固別事例で労働者性を認めさせてきま

した。
こうした運動の結果、 3月2 5 日に同専門部会の

報告が発表されました。報告は基本的に運動の成

果として確認できます。以下、残された問題を含
め、今後さらに運動により手間請労働者の権利を

明確化していくために、報告の内容個々に対して

の見解を明らかにしていきます。

H 労働者性検討専門部会報告について

「はじめ」として手間請の定義と実態につい

て論及されています。

(1) r手間請け』の定義

「手間請けJの定義では、 rr手間請け』という言
葉は、多様な意味で用いられているが、本報告に

おいては、工事の種類、坪単価、工事面積等により

総労働量及び総報酬の予定額が決められ、労務
提供者に対して、労務提供の対価として、労務提

供の実績に応じた割合で報酬を支払うという、建
設業における労務提供方式を『手間請け』と定義

するJとし、我々の主張が反映されています。
しかもJ手間賃(日当)による日給月給制の労働

者の場合」は、「一般に労働者と」しています。従
来、日額での雇用であるのに「手間請」という言葉

が使用されていたために、民法での請負と誤解さ
れていたケースがあったが、今後、手間賃(日当)

での就労者は明確に労働者と判断されることが期
待できます。

(2) r手間請け』の形態

小規模建築工事の場合、契約が通常口頭で行
われる。仕事の難易度によりー坪仕上げるのに何
人分(人工)の労働力が必要と判断され、坪単価x

総坪数で総報酬額が決められる。この総報酬額
を、工事の進捗状況に従って按分し、月ごとに、あ

るいは、請求に応じて随時支払う場合や、工事終了

後一括して支払う場合などがある、としていますロ

大規模建築工事の場合には、世話役請取りと、
グJL一プ請取り、一人親方の3つの形態が指摘さ

れている。この場合の一人親方とは、単独で作業

を請け負う形態としていますが、私たちが通常使

用している意味とは異なっています。世話役請けと

グJLープ請けの契約当事者が複数であるのに対
して、労働力提供の契約当事者が一人だけの場
合を意味していますoしたがって、直ちに労災保険

での 人親方特別加入対象者と判断できません。

この3つの形態について個別事案毎に労働者性を

判断することになります。そのために以下の判断基
準で判断が示され、これに基づき判断されることに
なります。

(3)使用者、事業主・事業者

総論で、労働基準法では「使用者」、労働安全衛

生法では「事業者」、労災法では「事業主」が使用

されているとし、労働基準法での「使用者」でも労

働者性が否定されるものではないとの記述は評価

できる。そして、各論で、手間誇従事者またはグ

ループ請では、工務届、専門工事業者、一次業者

等を使用者としている。また、グループ請では、世

話役が単なる代表者なのか、構成員を使用する者

なのか実態に即して判断する必要があるとしてい
ます。つまり、世話役が単なる代表者であれば労働

者性を認めることを意味しています。
2判断基準

(1 )使用従属性に関する判断基準
①指揮監督下の労働

イ仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示に対
する諾否の自由の有無

指揮監督下の労働における、仕事の依頼、業務
に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の

有無において、仕事切れの不安、他の職種との有

機的連続性からの諾否の自由の制約は直ちに指
揮監督関係を肯定する要素とはならないとしてい
ます。しかし、この場合の「直ちに指揮監督関係を

肯定する要素とはならない」とは、これだけでは労

働者性判断にプラスにもマイナスにも作用しないと
いう意味と理解できます。

諾否の自由をめぐる問題として、手間請契約の

成立以前と成立後が区別されていない場合が

往々としてあります。契約締結の自由は当然であ
り、一旦契約をした以降の業務従事の指示につい

ての諾否の自由とは区別する必要があります。報

告では触れられていませんが、当然契約締結の自

由は前提となっていることを強く主張していく必要
があります。

ロ業務遂行上の指揮監督の有無

(a)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令
の有無

指示害等によ切乍業の具体的内容・方法が指示

されており、業務の遂行が「使用者」の具体的な指

揮命令を受けて行われていると認められる場合に
は、指揮厳督関係の存在を肯定する重要な要素と

なるとしています。 1 9 8 5年の労基研報告の「通常

注文者が行う程度の指示等では指揮監督を受け
ていなしりとする基準を補足しています。
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事例Aでは、仕様書及び発注書での作業指示

と、さらに作業マニュアルで具体的な手順を示され

ている場合をあげています。つまり、作業マニュア

ルや施工図は指揮監督を肯定する重要な要素と

しており、口頭の指示でも裁量の余地がない場合

を示せばよいと言えますロ

ただし、元請等の責任者による工程管理上の調

整については、業務の性格上当然としており、指揮

監督関係の存否に関係しないとしています。請負

事業者も工程での調整を受けることがあるからで

す。しかし、技能労働者である建設労働者の場合

は、逐一作業に関する指示がなくとも作業が進めら

れます。また、使用者の主な業務が工程管理です。

こうした点から、工程管理上の調整を受けているこ

とを指揮監督関係の肯定要素とするよう、今後も強

く主張していく必要があります。

(b)その他

「使用者」の命令、依頼等により通常予定されて

いる業務以外の業務に従事する場合には、指揮監

督を受けていることを補強する重要な要素として

います。この点は従来の判断基準と変わっていま

せん。

ハ拘束性の有無
従来の判断基準では、勤務場所及び勤務時間

の指定は指揮監督関係の基本的要素とされてい

ます。今回の判断基準では、建築現場、作業場等

の指定は業務の性質上当然とされ、直ちに肯定す

る要素とはならないとされました。しかし、「直ちに

肯定する要素とはならない」とは、否定する要素と

いう意味ではなく、他の現場へ行くことを指示され

たり、作業変更を指示されるなど補強要素があれ

ば肯定する要素となることを意味しています。

「労務提供の量及び配分を自ら決定できjとは、

手間請の作業内容や工期を自分で決められること

を意味しています。

「契約に定められた量の労務を提供すれば、契

約において予定された工期の終了前でも契約が

履行されたこととなり、他の仕事に従事できる場合

に、指揮監督関係を弱めるjとする点は、ゆとりのあ

る工期の設定等では工期終了前に完成しても問

題はないと言われています。ここでの「指揮監督を

弱める要素Jとは、決定的なマイナス要素ではない

ことを意味します。

ニ代替性の有無

代替性が認められている場合は、「指揮監督関

係を否定する要素のひとつ」とされていますが、こ

れは要素のひとつであり決定的な要素ではないこ

とを意味しています。

労働契約の内容によっては、本人の判断で必要

な数の補助者を使用する権限が与えられているこ

ともあるので、作業の一部を手伝わせるだけなの

か、本人の権限の程度や補助者の作業内容を勘

案する必要があるとされています。従来の判断基

準では、補助者の使用は基本的な判断基準では

ないとしながらも否定する要素のひとつとされてい

ました。

補助者に対する賃金の流れ、本人の権限の程

度、補助者¢作業程度は不明ですが、従来の解釈

を覆し、建前等で補助者を使用することが認めら

れている場合や、作業の一部を手伝わせる場合で

あっても、これだけで直ちに指揮監督関係を否定

されないと理解できますo

②報酬の労務対償性に関する判断基準

従来の判断基準では、賃金、給料、手当、賞与な

ど名称の如何を問わず「賃金」となることから、報酬

が「賃金 jであるかで使用従属性を判断できない

としています。そして、欠勤した場合の報酬の控除

や残業での手当の支給は、「使用従属性」を補強

するとしていました。

今回の報告では、「報酬が、時間給、日給、月給

等時間を単位として計算される場合には、使用従

属性を繍強する重要な要素」と明確にされましたロ

また、出来高で計算する場合や、報酬の支払いに

当たって、手間請従事者から「請求書」を提出させ

ても使用従属性を否定する要素とはならないとし

ています。このことは、手間請従事者の実態に沿っ

たものであり、今後の労働者性をめぐる判断では

プラスになると言えます。

(2)労働者性の判断を補強する要素

①事業者性の有無

イ機械、器具等の負担関係

高価な器具を所有していても手間語業務で使

用しない場合は、労働者性を弱める要素とはなら

ないとしています。また、手持ち工具、軽微な材料

費負担も同時に弱める要素から外しています。特

に軽微な材料費負担を認めている点は、従来の判

断基準より一歩踏み込んだものと言えます。

ロ報酬の額

月額等の報酬額が高くとも、長時間労働の結果

であり、単位時間当たりの報酬が高額でなければ

労働者性を弱めないとしています。月額には 般
的賃金の賞与等が含まれていること、また、長時間

労働の結果であることがみられず、月額を高額と

判断される傾向があります。年収でみれば決して

高額ではない実態が理解されると期待されます。

ハその他

手間請従事者が独自の商号を使用している場

合に事業者性を補強する要素となる点は、請求書

や領収書で多くの者が行っていることから、今後の

問題として残されています。しかし、労働者性が争

われた具体的労災事故事例で、請求書や領収書

に商号を使用していた場合でも労働者と認められ

ています。これだけをもって労働者性を否定される

ことにはなりませんが、手間請の場合に請求書や

領収書に独自の商号を使用しないよう、自ら改善

する必要があります。

②専属性の程度

特に専属性がないことをもって労働者性を弱め

ることとはならないとする点、及ひ特定企業ι仕事

に長期に継続して請けている場合は労働者性を

補強する要素のひとつとした点は、今後の労働者

性の判断においてプラスとなると言えます。

③その他

発注書、仕様書等の交付による契約は、税務上

有利、会計上の処理の必要性等から行われている

場合もあるので、外形だけで判断するのではなく、

書面の内容が事業者性を推認するに足りるか否か

を検討する必要性を指摘しています。今後の労働

者性の判断においてプラスになると言えます。

また、手間請の他に事業主として議負業務を他

の日に行っているかどうかは、労働者性の判断に

影響しないとする点は、当然とは言え、「手間請従

事者が手間請け以外の時に施主から工事を請け

負っており、一人親方特別加入労災に加入してい

るから一人親方だ」と言われた事例モ少なくありま

せん。こうした誤認を防げると期待されます。

手間貸し G亘し)については、労働者性の問題は

生じないとしています。今後、手間の貸し借りでは

なく、あくまでも賃金を介在させ雇用関係を明確に

する必要性があります。

皿 総合的判断

労基研専門部会報告の文書表現は、たぶんに

屈折した表現が用いられているため、非常に難解

なものとなっています。したがって、文書が何を意味

するか充分読みこなす必要があります。難解な表

現となっていますが、報告の内容は全建総連の主

張が反映されたものと評価できます。報告書の文章

中には労働者性を「否定する要素」とか「弱める要

素J等の表現がありますが、判断基準の基本とし

て、ひとつの要素で判断するのではなく個別具体

的労災事故例をこの判断基準に照らして総合的に

判断するとしています。したがって、従来の判断基

準と同様に、ひとつでも労働者性を肯定する要素

があれば、労働者として認めさせるよう運動を続け

ていくことが重要です。

従来の判断基準から手間請の実態にそって踏

み込んだ判断基準hとなり、今後、手間請従事者¢労

災適用において労働者と判断される傾向が強めら

れると期待できます。しかし、依然として具体的個

別事例毎に判断せざるを得ないという面は残され

ています。また、この報告書を、企業、労働基準局・

監督署がどヲ緯釈するかの問題も残されています。

したがって、今後、報告書の解釈の明確化と周

知徹底が必要です。また、契約関係の明確化、商

号の使用や手間の貸し借りの問題など自ら改善す

べき点もあります。引き続き手間請従事者の労働者

性の明確化へ向けた取り組みの強化が求められ
ています。

なお、住宅メーカーに専属している手間請の場

合は労働者として理解が進むと言えますが、自分

仕事として請負も行う場合は、一人親方特別加入

労災への加入掛る必要があります
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『俳擾時ダメJlま怠くおりそう
給与制、芸術的裁量等の判断で実態無視も

「芸能関係者に関する労働基準
法の『労働者』の判断基準

について」に関する見解

1996年 7月
芸能関連労災問題連絡会

I 労働者性新判断基準発表に至る経過

労働省は平成8年 3月25 目、く労働基準法研究

会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会)

(座長・奥山明良成城大学教授)の報告を発表し

た。「建設業手間請け従事者及ひ芸能関係者に関

する労働基準法の『労働者』の判断基準につい

てJ(以下、「部会報告 J)の結論を初めて示したも

のである。

検討の趣旨は以下のとおりである。

「労働基準法第9条は、その適用対象である『労

働者』を『使用される者で、賃金を支払われる者を

いう。』と規定しているが、具体的な事業について

この『労働者』に該当するかどうかの判断は必ずし

も容易ではない。この点に関しては、昭和 60年に労

働基準法研究会報告『労働基準法の(労働者)の

判断基準について』が出されているが、なお、労働

者に該当するか否かが問題となる事例が多くみら

れることから、平成5年の労働基準法研究会報告

では、当面、この判断基準によ仁運用し、行政として

も、より具体的な運用基準を作成するなど、引き続き

判断基準の明確化に努めることが適当であるとさ

れている。

このような状況を踏まえ、労働省から当専門部会

に対し、特に労働者性の判断基準について問題と

なることが多い建設業手間請け従事者及び芸能

関係者について、昭和 60年の判断基準をより具体

化した判断基準のあり方についての検討が依頼

され、 (平成6年7月より)当専門部会として検討を

重ねた結果、以下のような結論に達した。 J(r部会

報告」第 1検討の趣旨より)

これまで芸能関係においては、映像、舞台とも

に、数多くの労災事例が報告されてきた。それらの

ケースに対してはほとんど公的補償(労災補償保

険)はなく、私的な補償があっても「見舞金程度Jに
とと、まることが多かった。「見舞金」も被災者によっ

てその金額に差があるなど、一定の凡ールに基づ

いた補償制度は存在しなかった。いわゆる「怪我と

弁当は手前もち」という状態が長く続いてきたので

ある。

なかでも、社会的に注目を集め、労災保険ある

いは補償ルールの欠如が矛盾としてクロースフッ

プされたのが、昭和 63年7月に起こったテレビドラ

マ「軽井沢シンドローム」であった。死傷者を出し

たこの事件は国会でも取り上げられたが、これ以

降、重大な死傷事故が連続して起こり、しかもその

問も、労災保険が適用されないという事態が続い

た。

こうしたなかで、実演家団体、映画・映像スタッフ

団体、舞台スタッフ団体が結集し、芸能関連労災

問題連絡会を結成。安全管理の徹底と労災保険

の適用を求める運動を共同して展開してきた。労

働省や労働基準局、事業主団体あるいは国会等

に働きかけをしてきた。

フリーの俳優等実演家とスタッフへの労災保険

適用は、労働基準法第9条に定められた「労働者」

であるかどうかが基準となる。俳優や音楽家、ある

いは映画・映像スタッフが「労働者で=あるか否か」

については、これまでも労働省労働基準局長通達

や判例による回答・整理がなされてきた。

一方で、具体的な事案についての判断が難し

い場合に対して、労働大臣の私的諮問機関であ

る労働基準法研究会が、昭和 6 0年に判断基準を

作成。この報告書「労働基準法の『労働者』の判断

基準jで、「一般的原則的判断基準Jが示されると

ともに、当時、労働者性が問題となっていた「傭車

運転手」と「在宅勤務者」についての判断基準が

示されたのである。

今回の芸能関係者と建設手間請け従事者につ

いての検討作業も、芸団協や全建総連が解決を

強く求めたことを受け、取り上げられたものである。

平成6年には、労災連の構成団体である芸団協

のヒアリングが行われた。

また、同じく構成団体の映演共闘のヒアリングが

平成7年に行われた。

芸団協及び映演共闘は、それぞれ「俳優等の労

働者性に関する実態と意見」、「映画・テレビ映画

制作スタッフの『労働者性』について」という意見

書、ならびに両団体連名の「芸能関係者の『労働

者』判断基準について」という追加意見書を提出

した。また、日本音楽家ユニオンも、「音楽家の労

働者性について フリー演奏家の出演契約と就

労実態」という意見書を提出した。

この間、労働省は検討の資料として、フ 1,ーの俳

優とスタッフに対してアンケート調査を行った。労

災連としても、調査内容及び配付先について協力

した。対象は各 1,5 0 0名であった。

さらに労働基準法研究会は、全日本テレビ番組

制作者連盟、日本映画制作者連盟にもヒアリング

を行った。

こういった対応は労働行政史上初めてのことで

あり、フリーの芸能関係者に労災保検適用の道を

開く具体的第一歩としては、高く評価されるべきも

のである。その結論が、平成8年3月2 5 日に、新し

い「芸能関係者に関する労働基準法のr労働者』

の判断基準について」として発表されたのである。

rr r部会報告」に対する見解

「部会報告」は「俳優及び技術スタッフ(撮影、照

明、録音等)について、映画やテレビ番組の製作

会社との関係において労働者に該当するか否か

の基準を示したもの jで、「俳優がいわゆるプロダ

クション等に所属し、それとの聞に労働契約がある

と考えられる場合、あるいは、スタッフが、製作会社

から業務を請け負う会社に雇用されていると考え

られる場合も存するが、そのようなケースはこの判

断基準では念頭に置いていない」。後段では、俳

優A、Bおよび撮影助手A、撮影技師Bの事例を基

準にそって判断している。

したがって、今回はいわゆるフリーの俳優、スタッ

フに関する結論である。

「労働者性の判断が問題となることが多い」分野

として芸能関係者を取り上げ、労働・就労実態を明

らかにしようとしたこと、行政上の解釈・運用基準

が判断基準にそって明確に出されたこと、その結

果これまでの f俳優はダメ」という画一的・門前払

い的なことが今後起こらないだろうことは評価でき

る。労働基準監督機関の現場では、運用基準と照

らし合わせることにより、今までのような混乱は避け

られると考える。

一方、事業主の支配下・管理下=指揮監督下で

仕事をし、その仕事=労務の対象として報酬が支

払われているという「使用従属性Jが実質的にある

ことが労働者性の中心概念である。その点に関

し、「俳優やスタッフが実際に演技・作業を行うに当

たり、演技・作業の細部に至るまで指示がある場合

には、指揮監督関係の存在を肯定する重要な要

素となる」ということを前提にしつつ、総論では「俳
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優やスタッフなど、芸術的・創造的な業務に従事す

る者については、業務の性質上、その遂行方法に

ついて宅ある程度本人の裁量に委ねざるを得ない

ことから、必ずしもJ寅技・作業の細部に至るまでの

指示を行わず、大まかな指示にとどまる場合があ

るが、このことは芭ちに指揮監督関係を否定する

要素となるものではない」と、俳優、スタッフの芸術

的・創造的労働の特殊性を認めた。指揮監督下の

労働であるとともに、仕事の特殊性からくる芸術的

裁量性があることを認めたものである。

しかし、具体的事例ではこのことを認めず、もっ

ぱら否定的な要素としてあげ、不明確さを残して

いる。「芸術的裁量性は指揮監督関係を否定する

要素ではない」と明確な結論を出すべきであった。

舞台作品、映画・映像作品など芸能・芸術は本来

各担当の創意工夫、芸術性の追求が行われて初

めて成立するものである。そういった点をさらに深

く認識した判断がされるべきである。

また、「その他」の判断基準では、「報酬について

給与所得としての源泉徴収を行っていることは、労

働者性を補強する要素」のひとつとしている。フ

リーの俳優、スタッフは断続的、不定期かつ短・中

期間の就労を余儀なくされ、ほとんどが給与制で

はない。この判断基準が運用される際に労働者性

を否定する重要な要素となってしまうことを強く危

倶する。さらに、具体的事例で、「社会保険の加入

ーの面で労働者として取り扱われていないことは、

『労働者性』を弱める要素となる」とされている点

も、同様に実態に見合わない、本末転倒の基準で

あることを指摘しておきたい。

労働省はこの報告書を、労働者性の判断に当

たって参考にするとしているが、各労働基準監督

機関は、この報告書を唯一の判断基準として使用

すると思われる。このことを踏まえ、被災した場合、

俳優、スタッフはこの判断基準を有効に活用し、労

災給付申請を行っていく必要があるロその一方で、

事業主側に理解を求めることも、労災連を中心に

すすめていきたい。

また、先に指摘したように、判断基準の限界点も

今後探っていきたい。今回の判断基準はいくつか

辺国|

の前進面が見られるものの、芸能の就労・労働実

態、活動実態、あるいは芸能そのものの成り立ち具

合や芸能の担い手たちの現状を充分理解してい

るとは言い難く、当事者からも、実態からかけ離れ

た判断基準、とのきびしい批判が上がっている。

私たちは、社会全体における労働のあり様の急

速な変化を視野にいれながら、芸能分野の実態と

特性を活かした労働行政の対応を求めていく。

1992 年ジュネーブ守の国際労働機関 (ILO)で開

催された「実演家のための雇用と労働条件に関す

る3部会」では、以下の結論が採択されている。

「実演家は他の労働者と同じように、法的た裏付

けのある社会保障の保護が適用されるべきであ

る。一般的な原則を実演家に適用するにあたって

は、契約上の地位や、とぎれとぎれで、期間の短い

活動、一定しない収入など、その識業上の特性に

十分配慮する必要がある。社会保障制度の面から

は、結果的に実演家に不利な点がないか 適用

にあたって調整をするべきでtある。契約上の地位

が問題となって、実演家が適切な水準の社会保障

を受けられないようなことがあってはならない。この

ため政府は、実演家を被雇用者とみなす可能性も

考慮すべきである。」

判断基準による運用は「当面」続くことになって

いるが、労災連としては引き続き根本的な対応策

の確立を求めていく。実態に即した法律を制定す

るために、立法へ¢働きかけもこういった方向で行

う必要があ位考え向。

芸能関連労災問題連絡会構成団体

社団法人日本芸能実演家団体協議会

協同組合日本俳優連合

日本音楽家ユニオン

社団法人現代舞踏協会

芸団協俳優関連団体連絡会議

日本映像職能連合

全日本舞台・テレビ技術関連団体連絡協議会

映画演劇関連産業労組共闘会議

~J"'~白人材センターの労災認定
会社責任者の指揮監督下の時間給労働者

裁決書
平成元年労第判昌号/平成6年 10月18日

労働保険審査会

主文
K労働基準監督署長が昭和6 2年12月25日付け

で再審査請求人に対してした労働者災害補償保

険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しな

い旨の処分は、これを取り消す。

理由
第 1 再審査請求の趣旨及び経過

1 趣旨(省略ー主文同旨 )/2 経過

請求人の亡夫K(大正6年生、男。以下「被災者J

という。)は、 I市高齢者事業団の会員として、昭和

62年 6月 25 日有限会社S梱包においてコンビテ

ナーの組立作業中、ラックに積まれていた表扉に

押し倒され頭部を負傷し、同日夜死亡した。

請求人は、被災者の死亡は業務上の事由による

ものであるとして、 K労働基準監督署長(以下「監

督署長jというロ)に遺族補償給付及び葬祭料を請

求したが、監督署長は、被災者は労働者とは認め

らtほいとして、これを支給しない旨の処分をした。

詩求人は、この処分を不阪として、 S労働者災害

補償保険審査官(以下「審査官」という。)に審査請

求をしたが、審査官は平成元年10月2 0 日付けでこ

れを棄却したので、請求人は、さらにこの決定を不

服として、再審査請求に及んたものである。

第 2 再審査請求の理由

請求人は、再審査請求の理由として、要旨、次の

とおり述べている。

①作業場所、作業内容は明確であり、業務上の

災害で死亡したものであり、当然労働者として

認定すべきである。

② S梱包はI市高齢者事業団会員の労働力に対

して働いた分につき賃金を支払っていることは

事実であり、このことから労働力を提供している

事業団会員は労働者である。

③ S梱包はコンビテナーの組立作業で事業団会

員に大きく依存していることは事実であり、責任

者¢仕事の段取りについての説明は、作業の指

示をしていることと同じである。つまり単なる手伝

いではなく労働者としての認識があっての判断

であると考える。

第 3 原処分庁の意見

監督署長は、本件再審査請求を棄却するとの裁

決を求める旨の意見書を提出し、その理由として、

要旨、次のとおり述べている。

災害発生当時、被災者は、 I市高齢者事業団の

会員として、事業団が5梱包と締結した請負契約

に基づく作業に、他の会員6名と共に従事していた

ものである。

事業団の運営内容、事業団とS梱包との契約内

容及び会員等の作業実態等を調査した結果、被

災者とS梱包若しくは事業団との聞に使用従属関

係は認められず、したがって被災者は労働基準法

第9条にいう労働者ではないと判断し、不支給とし

たものである。

第4 争点(省略)/第5 審査資料(省略)

第 6 事実の認定及び判断

1 上記の審査資料に基づき事実を整理すると、
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次のとおりである。

(1)被災者は、 S県I市所在の有限会社S楓包(以

下「会社」という。 )の第2倉庫においてコンビテ

ナーの組立作業に従事中の昭和62年6月25日、

コンビテナーの部材である表扉をラックから荷下

ろししていた際に、ラックに積まれていた表扉5

枚が倒れ、これに押し倒され、アスファルトの地

面に頭部を打ちつけ負傷し、同日夜死亡したも

のである。

(2) 1市高齢者事業団のごあんない、請書、 I市高

齢者事業団(以下「事業団」という。)事務局長T

からの聴取書並びに会社代表取締役H、会社従

業員E、事業団会員H及び同Sのそれぞれから

の供述調書により、事業団会員である被災者と

会社及ひ事業団との関係、被災者を含む会員の

会社におけるコンビテナー組立作業への従事状

況等についてみると、次のとおりである。

イ事業団は、「就職は望まないが、健康保持や

社会参加のため働く機会を得たい、地域社会に

役立つ仕事をしたい、何らかの収入を得たい」と

いう健康で働く意欲のある高齢者の希望に応

え、高齢者に仕事を提供することを目的に、高齢

者が主体となった自助、共助の組織として設立

された団体であるとされ、 I市内に居住する概ね

6 0歳以上の健康で働く意欲のある者であれば

誰でも入会できるものである。

被災者は、昭和6 0年4月1 8日から会員となっ

ている。

ロ事業団は、発注者から仕事を引き受ける際に

は、高齢者に適しているものかどうかを吟味す

る。他方、会員に仕事をあっ旋する際には、原則

として、会員名簿の中から、作業場所に近い入、

登録職種が相当な人という基準で選び、場合に

よっては直接現場を見てもらったうえで、会員が

納得すれば仕事をヲ|き受けてもらっている。

ハ会社は、トラックによる運送事業を主たる事業

として営むものであるが、高齢の事業団会員にも

できる作業内容のものとして第2倉庫においてコ

ンビテナーと称されるかご台車の組立ての事業

を行うものである。

会社の第2倉庫におけるコンビテナーの組立

作業には、会社の常用従業員Kを責任者とし、他

には事業団会員のみが従事しており、被災者の

被災当時には、概ね7人の会員がこれに従事し

ていた。

被災者は、昭和6 0年7月から被災時まで引き

続きこのコンビテナー組立作業に従事しており、

被災者以外の他の会員も継続的にこの作業に

従事しており、被災者の被災当時ほとんどの者

が2年程度の経験を積んでいたとされる。

ニ事業団と会社との聞においては、会社を名宛

人とする事業団理事長名義の下記事項を主内

容とする「請書」が作成されている。

「下記¢金額及び条件をもって履行することを

お請けいたします。

① 目的・コンビテナー組立

②請負金額:(時間給5 0 0円+その5%の事務

費)x合計使用時間

③条件.

(イ)請負期間昭和6 2年4月1日より作業完了ま

たは昭和63年3月3 1日

(口)履行場所:有限会社S梱包

(ハ)支払条件作業日報により算定のうえ請求

いたします。 」

このような請書は、毎年更新されるが、内容に

は変更がないものとされる。

ホコンビテナー組立作業は、会社としては、事業

団事務局長からの高齢者向きの仕事がないか

との要請を受け、新たに導入した事業であり、最
初は試みに会員2～3人でやってみたところ、あ

る程度できるということで、継続し、拡充してきた

ものとされる。

へ会社におけるコンビテナー組立作業に従事す

る会員の作業時間については、事業団と会社と

の聞の話では午前9時から午後4時までとされて

いるが、実際には、午前8時2 0分頃に作業場所

に出頭する者が多く、概ね午後3時半頃には作

業を終了し、退出するのが通例である。

ト コンビテナー組立作業の作業実態及び会員

に対する報酬の支払われ方についてみる。

(イ)会社の役職員及び作業に従事する会員の説

明するところをみると、要旨、次のとおりである。

(省略)

(ロ)前記(イ)によると、次のとおりと認められる。

①会員が作業に従事する場所である会社第2倉

庫の現場には、 Kが会社側の責任者として、会員

が作業をするときには常時付き添って仕事をして

いる。 Kの役割は、会員達によるコンビテナー組立

ての作業が全体として円滑に進むよう配慮し、必

要な指示、援助を行うことにある。具体的には、組

立て用の部材をあらかじめ用意しておくこと、組

み立てられたコンビテナーをフォークリフトにより

運搬するなど会員達ι作業の前・後段階¢作業

を行うほか、 1日¢仕事の初めには当日の作業や

段取りの説明をし、作業の遅れているところを手

伝うなど組立作業に会員達と一緒に従事すると

と制こ、ときには、看板付けに回ってほしい、あるい

は、次にゴム付け作業をするようになどとの具体

的な作業指示を行っている。また、 Eは、まれでは

あるが、仕事の期限を示し急がせることがある。

なお、作業に従事する会員は、 Kから指揮監

督されているとの認識は薄いロ

②会員は、原則として、事業団が会社に差し出し

た「請書Jに記載されているところのコンビテナー

組立作業のみに従事するものであるが、この仕

事が切れた際には、会員からの何か仕事をさせ

てほしいとの要望があった場合、会社において

は会員に他の仕事をさせたこともあるロ

③会員が仕事を行ったことに対する対価の支払

は会員の作業従事時間数に応じてなされるもの

であるが、会員側においてはタイムレコーダーを

置くなどして会員の作業時間を把握したり、チェッ

クするようなことはしていない。会社は、会員の中

の先任格の者が従事者全員について記帳し、事

業団に提出した作業日報に基づき事業団が請

求してくるところを信用し、対価を事業団に支払っ

ている。

④会員は、仕事を行ったことに対する報酬とし

て、作業従事時間数に応じ、 1時間当たり5 0 0円

として計算された金額の配分金を、毎月、翌月

の1 0日に事業団から支払われている。

チ会員のコンビテナー組立ての仕事への従事

状況等について

(イ)会社代表者及び作業に従事する会員の説明

すξところをみると、要旨、次のとおりである。

(省略)

(ロ)被災者分の作業日報によると、被災前4か月

の被災者の就労日数は、 3月分で12日、 4月分2 4

日、 5月分13日、 6月分(被災当日の25日を含め)

14日とされている。

(ハ)前記(イ)及び(口)によると、次のとおりと認め

られる。

①会社におけるコンビテナー組立ての仕事は、コ

ンビテナーの需要期に備え完成品をストックして

おく方式がとられ、時間的に急ぐ必要がないよう

に配慮されていることもあり、会員の出勤につい

て、会社側は督励的な態度では臨んでいない。

②仕事量は、月によってかなり変動があり、多い

時には1か月2 4日ぐらいのこともあるが、概ね1か

月に1 0日ないしは14日程度は仕事がある。

③仕事があるときの会社から会員への連絡は、

事業団を通すこともあれば、直接の場合もある。

他方、仕事が何回か続いた後に仕事が途切れ

る時には、会社側から直接会員に、明日からしば

らく休んで欲しい旨の通告がなされる。

④引き続き仕事をしている期間において会員の

都合により仕事を休む時には、会員は、事業団に

対してはその旨連絡する場合もある程度である

が、会社に対しては事前にその旨申し出るとい

うことを実行している。

⑤なお、会員が「仕事の時間もある程度自由に

でき、午後から帰ったりすることがある」と述べて

いることについては、被災者分の作業日報によ
ると、「就労時間J 欄の記載は、ほぼ毎日 r9:00~

16:00J とされており、 r9:00~12:00 Jとされる日が

月に1日ないし2日であることからみると、午前の

みの就労で早退することにつき会社側から制約

されることがあまりなかったことを指すにとどまる

もので、出退勤の持聞が各人の自由に任されて

いたものとは考えられないところである。

2 以上によって判断すると、次のとおりである。

(1)労働者災害補償保険法(以下「労災保検法j

という。)において保険給付の対象となる「労働

者」は、同法制定の経緯からみて、労働基準法
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にいう労働者と同じと解される。労働基準法第9

条においては、同法の労働者は「事業又は事業

所に使用される者で、賃金を支払われる者をい

う。 Jと規定され、また、同法第11条において、賃

金とは「名称の如何を問わず、労働の対償として

使用者が労働者に支払うすべての主のをいう」と

規定されている。これを要するに、労働基準法に

いう労働者、すなわち、労災保険法上の労働者

とは、使用従属関係の下に労務を提供し、相手

方からその代償として賃金を得る者をいう屯のと

解されるところである。
(2)原処分においては、①会社と会員との関係に

ついて、会社側は会員の出勤、就労について何

ら督励的な態度をとっていないこと、個々の会員
の作業従事日数は月 10日程度と少なく、かつ、 1

日の作業従事時間数も午前8時半頃から午後3

時半頃までと短く、これらの点において一般の従

業員と異なること、会社側はタイムカード、出勤簿
等を用いての出退勤及び作業従事時間数の把

握はしていないことなどの諸事情がみられるほ

か、会員の行うコンビテナー組立作業について、

会社側の責任者であるKは、仕事の段取りを説
明する程度で、指揮監督をしているものとはみら

れないので、会員は会社との関係において使用

従属的な関係において労務を提供するもので
はないとし、また、②事業団と会員との関係につ

いて、会員は、社団的性格をもっ事業団の構成

員であって、総会において事業団の役員を選任
し得る権能を持つ者であること、事業団は会員

に対し仕事を紹介するのみであり、他方、会員は

事業団から紹介のあった仕事を断る自由がある

こと、事業団の事務局担当者が会員の作業につ

いて指揮監督するものでないことから、会員は

事業団との問において使用従属的な関係にお
いて労務に就く者ではないとし、いずれにせよ、

会員は、会社に使用される労働者でもなく、また、

事業団に使用される労働者でもないモのと判断

したものと理解される。
そこで、以下このような判断が妥当と認められ

るか否かを検討する。

(3)まず、会社と会員との関係についてみると、次

のとおりである。

イ 会社は、会員の作業時間数に応じ、約定の時
間当たり単価により計算される金額の対価を事業

団に支払う屯のであるが、会員の行う仕事に対す

るこのような対価の算定方法からみて、会社側が

会員の作業時間数の把握や作業能率に全く無

関心であるとはおよそ考えら恥ほいところである。

確かに、作業時間数の把握については、会社

側は、「会員側の記帳を全面的に信用するjとす
るほか、会員の作業の進め方等についての会社

側の関与は強くなく、また、出退勤や作業時間の

管理は緩やかであるとみてよい。

しかし、このことは、対価が低廉であること、作
業自体は複雑なものでないこと、従事者はそれな

りの勤勉性を身につけている高齢者であって、か

っ、ほぼ全員が長期にわたりこの仕事を選択し

ていることからみて、恵まれた条件の仕事をして
いるとの満足感から勤労意欲が高いと考えられ

ること、 1日に作業を行う会員の数は多くとも7人で

あり、タイムカードによるチェックをするまでおなく、

作業現場に常在する会社側の責任者は出退勤
や作業の状況を把握し得るなどの事情があるこ

とにより、会員が従事する作業については、本来

的に他律的な規制の必要性カ可正かったことに加

え、就労する会員達の顔ぶれがほぼ固定的であ

り、当時既に充分仕事に慣れていたことによるも

のであって、このことをもって直ちに会員は会社
に使用される労働者ではないとすることはできな

いところである。
殊に、作業時間数の把握については、会社側

が会員側の記振を「信用するJとしていることは、

会社側としては、労務提供への対価を支払うも
のである以上、作業時間数に関心をもっている

ことを端的に示すものと考えられる。

ロ 会社側としては、対価が低廉であったとして
も、会員に仕事を提供することによむ損失が生ず

ることのないよう、次にみるような必要な指示や

措置を講じ、全体としては対価に見合う程度以

上の仕事をさせるように配慮していたものであっ

て、このような会社側の指示や措置は、会員達が
仕事に慣れるにつれ大まかになったり、緩やかに

なったとしても、大まかであったり、緩やかである

ことをもって会員が会社との簡において使用従

属的な立場で作業を行うものであるという関係

の存在を否定することは困難であり、全体日として

みればむしろ使用従属的な関係の存在を肯定

する諸事情とみるのが相当であると考えられる。

①会社側の責任者とされる従業員が常時作業現

場において会員達と一緒に仕事をしながら、仕事

が全体として円滑に進められるよう目配りし、日々

の作業の進め方、段取りを会員に指示する。

②会社側の責任者は、仕事に初めて就く会員に

対しては、一適切士事のやり方を説明する。した
がって、コンどテナー組立ての仕事が開始され

た当初においては、会員の作業のやり方に対す

る会社側の関与は強かったものと考えられる。

③遅れている作業を手伝うという形で、会社側

の責任者も会員と一緒に同じような作業を行う。
④会社側の責任者は、と部之は特定の会員に特
定の作業をするよう指示する。

⑤まれではあるが、製品の納期との関係からか、

会社側の責任者は、会員に対し仕事を急ぐよう
要請することがある。

ハ作業を行ううえでの多少の指示は、注文主の
立場からの指図とみるべき場合もあるが、前記ロ

にみるような会社側の指示や措置は、注文主の

指図程度とみることは困難であり、とりわけ、日々

作業に従事する会員の人数が異なる(多い時に
は7人となる。)うえに、表扉のような重い部材は2

人1組で穣み下ろすなどの協力もレ合いながら、

全体としてコンビテナー組立ての仕事が円滑に
行われていたことについては、それぞれが独立

の請負作業者である会員に対し、会社側が注

文主の立場からする指図程度によってそれが可

能となっていたものとみるのは無理であり、それ

を超えるような作業者全体に対するコントロール

機能が会社側の現場責任者により果たされてい
たもの、すなわち、会社側の責任者による指揮監

督がなされていたものとみるのが自然である。

ニ会員の会社における作業については、前記口

及びハにみるとおり、会社側の責任者の指揮監

督の下でなされていたものとみるべきことに加

え、会員は、仕事の出来高に応ずるものではなく、

専ら作業従事時間数のみに応じ報酬を得ている
こと、したがって、会員が自らの作業について工

夫をし、努力をしてもその成果は会社に帰属する
ことになるものであって、この面からみても従属労

働性が認められること、しかも、まれなケースで

あっても、コンビテナー組立作業以外の作業に従
事しでも時間当たり同様の単価により報酬を得て

いたと考えられること、さらに、仕事が何日か続い
た後、しばらくの問、従事すべき仕事がなくなるこ

とについては、会員は会社側からの通告により初

めて知げ得る事情にあったことなどからみると、事

業団と会社との契約の下に、事業団が会社から
引き受けた特定の仕事をさらに事業団から会員

が引き受けて行ヨ請負的な作業であるとするこ
とは無理であり、会員は、使用従属的な関係の下

に会社に労務を提供し、時間給制により賃金を受

けているもの、すなわち、会社に使用される労働
者であるとみるべきものと判断される。

ホなお、供述調書によると、会員の側において

「自分は会社の労働者ではないと思っている」

旨の説明をしていることが認められるが、それ

は、事業団事務局から受けた説明をいわばおう

む返ししたにすぎないものであり、会員の労働者
性の判断に当たって考慮すべきほどの意味合
いを持つものとは考えられないロ

(4)事業団と会員との関係については、会員の行

う宇業について、事業団側においては何らの指
揮監督もしていないところであるので、この間に

おいて使用関係があったものとみることはできな
い。

(5)以上のとおりであるので、当審査会は、会社に

おいてコンビテナー組立作業に従事していた会

員である被災者は、会社に使用される労働者で

あると判断するロしたがって、請求人からの遺族

補償給付及び葬祭料の請求に対し、被災者は

保険給付の対象となる労働者とは認めらすげよい

とし、これを支給しないこととした監督署長の処

分は当を失するものであり、取り消しを免れない。

よって主文のとおり裁決する。

16 安全センター情報9 6年8月号 安全センター情報9 6年8月脅 17



ず「

が面接をしたということで自動的に決まっていたのだ

と思います。

(3)① 7月10日と13日に、 5営業所で研修が行われま

した。

② 1日目(7月1 0日)は、午前9時から午後の5時頃まで

行われ、伝票の書き方、接客の仕方等の研修でした。

挨拶のやり方等を実演させられ、厳しく直されました。

③ 2日目(7月13日)は、午前9時から昼の12時まで安

全運転の研修で、指定のコースでの実地研修でし

た。

④研修全体は、クイックライダ一、フレックスライダ 、

固定給ライダーの区別なく行われました。

(4) 研修開始時に、この仕事は請負契約というものであ

るということを知らされましたが、他の契約形態とどう

違うのかは説明されませんでした。

(5) ① 事故が起こった際には、担当ι係に電話連絡

を入れるよう言われただけで、保険制度のようなもの

についての説明はありませんでした。

②保険制度についての研修は、入社後3か月以内に

受ければよいという乙とでした。

(6) ①研修終了後、本社に戻って契約書に署名しま

した。

②契約書は、請負契約書、バイクのリース契約書、支

給品のレンタル契約書、以上の3通です。

③契約の詳しい内容については全くふれられず、「軽

く読んでくれJといったほどのものでした。

④バイクのリース契約書の保証人欄は叔父になって

いますが、叔父に承諾をとる必要はないとのことでし

た。私が印鑑を2つ持っていたので、保証人と本人の

印鑑が異なればそれでいいということで、その場です

まされました。

⑤契約書は、各1通ずつ作成されましたが、その写し

は作成されずすべて会社に保管されました。(補足・

入手経路について請負契約書は、入院中に私の叔

父が会社に請求して初めて入手しましたが、私が署

名した契約書実物の写しではありません。その際、会

社は、バイクの修理代を請求する目的で、私が署名し

たバイクのリース契約書を送ってきましたロ支給品の

レンタル契約書は入手できませんでした。)

(7) ① その後、 A営業所での見学を指示されました。

② A営業所では、「スーパーメール便は、他とシステム

が異なるので、伝票の書き方等研修の内容は忘れて

くれjと言われましたD

③見学した後、試運転的にA営業所とN営業所の問

をバイクで2往復することを指示されました。

④だいたい午後6時過ぎには終わったと記憶していま

す。

(8) 2日間の研修と営業所見学については、日当のよう

なものは全く支給されませんでしたD

3 労働条件について

私の附S社での労働条件は、実際に勤務した経験と

照らし合わせると、以下のとおりでした。

(1)給与

①給与は時給で計算されていました。

②基本的には時給1,4 0 0円で、ガソリン代本人負担の

場合時給1,5 0 0円、さらにバイク持ち込みであれば時

給1,6 0 0円でした。

③私は、会社のバイクを使用し、ガソリン代もカードの

形で会社から支給されていたので、時給1,40 0円で計

算されていました。

④給与は、出来高制ではありませんでした。また、歩

合・距離にかかわりなく、昇給もありませんでした。

(2)勤務日

①勤務日は月曜日から金曜日までの5日間で、土曜

日と日曜日が休日で、祭日も休みでした。

②月曜日と金曜日、または祭日の前後は休んでもるっ

ては困ると言われていました。

③仕事を休むときは、「欠勤届」という所定の様式に書

き込んで提出します。少なくと担、 3目前には届け出な

ければなりませんでした。

④「明日休みますjと言って休むことはできませんで志し

た。

⑤営業所が営業する日は出勤するものとされており、

自由に勤務日を選ぶことはできませんでした。

(3)勤務時間

①勤務時間は、午前9時3 0分から終わり次第でした。

発注が午後6時で終了するので、仕事はいつも午後7

時から7時3 0分の聞に終わりました。

②出勤退出は、タイムカードで記録されていました。

③遅刻した場合には、その分給与から差し引かれて

いました。

(4)会社に貸与されていたもの

①自動2輪車

イ私は、当初小主主車を希望しましたが、当時会社には

空いている小型車がなく、中型車(400cc)を貸与され

ました。

ロ中型バイクのリース代は1日当たり2,。 0 0円と言われ

ていました。しかし、今回入手したリース契約書を改

めて見直すと、異なる額が請求されている乙とがわか

りました。

ハ休日でもリース代は請求され、私用は禁止されてい

ました。

二 2,日目 O k m走行ごとにエンジンオイルの交換を指示さ
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請負契絹でも実態措労轍者
バイク宅急鰻ライダーの労災認定事例

自呂意見書
東京・品川労働基準監督署

1 9 9 3年11月22日付け業務よ決定

私は、時期S社で自動2輪車による書類等の運搬業務に

従事していました。 1 9 9 3年3月5目、勤務中に事故にあ 

い、左足を骨折、約3か月ほど(86日間)入院治療しまし

た。私は、書類上は請負契約をしていることとされていま

すが、実質的には他の労働者と変わりありません。今回

の事故は、側S社の業務を遂行する途中で起こった事故

であり、労災保険の給付の対象になると考えます。すみ

やかに労災保険の給付を行われるようお願いするととも

に、以下の意見書を付して事実経過について説明いた

します。

事実経過

掛S社の概要

(1)会社住所東京都品川区
(2)業種名貨物軽車両運送業
(3)事業所数1l(横浜市内、都内1 0か所)

(4 )代表者名
(5)創業 1982年9月
(6)設立 1984年7月
*後述アルバイト情報誌記載によると、従業員数は、ライ

ダー2 7 6名、内勤8 7名、となっている。

2 就労に至る経過

(1)① 私は、 1 9 9 2年7月6日頃、アルバイト情報誌で

あるF誌上で附S社の「バイクによる書類、配送スタッフ」

の募集を目にし、応募してみることにしました。

職種。 ①クイックライダー(委託)

②フレックスライダー(委託)

③固定給ライダー

給与。 ①完全出来高制、日収1万即日O円以上

②完全出来高制

a固定給制下記参照

時問。 (j) 8 : 0 0 - 2 1: 0 0 (シフト制油、時間応相談)

②週1目、 1日5H以上(時間応相談)

③9:00-19:30 (シフト制的)*時間応相談

資格。 1 8歳以上自動2輪免許(小型2輪可)

勤務地。都内全域及び近県

*①②お住まいからの出発も可能です。

待遇。 Q社有バイク貸与、ガソリン代支給制度有

量固定給ライダー募集

。JLート便(ルート配送なので道に迷う心配はありま

せん)*都内全域

。スーパーメール便(23区内限定配送)

*自転車・原付持ち込み可

休日。完全週休2日制

月給(固)⑫3 0万円以上

②誌上では、「請負Jという文字はどこにもなく、ただ

「委A Jと記載されていただけでしたo私は、普通のア

ルバイトだと思っていました。

③誌上に書いであった電話先に連絡すると、職種の

選択を尋ねられました。私はこのような職種は初めて

であったので、出来高市jではなく固定給の方を希望

する旨伝えましたロ
(2)① 7月9目、本社で、当時A営業所の係長だった

M氏に面接を受けました。

②面接では、仕事の内容、給料が時間給であること、

休日は土日と祭日のみであること、研修に合格したら

採用する等の内容を伝えられましたロ

③ A営業所はスーパーメール便を管轄する営業所

だったので、私のスーパーメール便への配属は、 M氏
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れていました。交換は会社が行いました。

ホパンク等の修理費は、自己負担となっていました。
へ強制保険は会社で加入していました。任意保険に
関しては、特に指示されたことはありません。

②支給品
イ制服/クリーニング代自己負担
ロ夏服2着/クリ｝ニング代自己負担

ハネームプレート

ニポケットベル
ホ運送用荷箱
へ受領印
ト 伝票入れ2個

4 勤務内容

(1) 営業所の体制
①私は、側自社のA営業所に、スパーメール便(東京 23
区内限定配送)の書類配送ライダーとして配属されて
いました。

② A営業所は東京都港区 にありました。
③係長・主任が各1名ずつ、オペレーター(運送業務

の全体の流れを管理する)が2名いました。
④ A営業所に出入りするライダー数は、全体で3 0 - 4 0

名でした。
⑤ライダーの業務は、発注先から荷物を集荷すること

と、他の営業所から運ばれてきた荷物を請取先へ配
荷することでした。

⑥ライダーに対する指示は、M、H (身分はわかりませ

ん)の2名が出します。
⑦荷物の大半は、書類等でした。
(2) 最初の1か月
①研修翌日から、A営業所で勤務を開始しました。
②勤務開始後1か月は、 A営業期とN営業所の問での

荷物の入れ換え業務を行うよ芳旨示されました。
③ A営業所に集荷された荷物でN営業所から配荷す
る荷物をN営業所に運び、 N営業所に集荷された荷物
でA営業所から配荷する荷物をA営業所に運んで戻

るという業務でした。
④午前9時3日分にA営業所に出勤するよ労旨示されま

した。
⑤昼休みは、だいたい 12時から1時までの1時問、 N営

業所到着後にとるようA営業所出発時に指示されて
いました。 N営業所に到着したら、いつ討旨示を下すI
氏の許可を得てから食事をとります。

⑥営業所の問を、午前中2往復、午後に6 - 7往復して

いました。
(3)勤務開始1か月後の業務
a-①勤務開始1か月後は、 4ー(1)ー⑤で述べた業務に

つくよう指示されましたD

②私の担当区域は、世田谷区、渋谷区の全域と目黒

区の目黒通り周辺でした。
b -①まず、午前9時3 0分までに山手通りの内側(渋谷
区円山町)に入っているよう指示されていました。

②そこからA営業所に電話で連絡を入れます。
③タイムカードは、その時に営業所の人が打ちます。
④通常は、この侍に集荷の指示が下ります。
⑤集荷の注文が入っていないときは、そのまま待機す

るよう指示されます。
⑥ポケットベルを携帯するよ芳旨示されていて、待機
中の指示は、これで呼び出されて行われます。

⑦指示を受けたら、集荷先に行き荷物を受け取り、伝

票に記入します。
c-① 3 - 4か所で集荷した後、 A営業所へ戻ります。

②そこで10分ほど配荷する荷物の到着を待ちます。
③通常3-叫囲の荷物をわたされ、荷物の持ち出し表

に、伝票番号、届出先町名、持ち出し数、最終予定届
け先、持ち出し時刻を記入してから出発します。

④通常は、その際、集荷の指示がM、Hの2名により出

されます。
⑤指示内容は、集荷先住所、会社名、場所、担当者名

等ですロ
⑥時々、配荷している途中にポケットベルで呼び出さ

れ、集荷の指示を受けます。
d -①以下同様にして、集配荷してA営業所に戻り、再

び集配荷に出発するというサイクルを繰り返します。
②昼食の時間は、営業所のM、Hのいずれかが電話

で指示します。時間は30,士が限度で、食事後、営業所

に電話連絡を入れ、指示を受けます。
③受注終了が午後6時なので、配送業務は午後7持

から7時30分の聞に終わります。
④電話で営業所の指示を仰いでから帰宅します。
⑤ 1日の走行距離は、 80-130kmくらいです。

5 被災前までの事実経過

(1)① 8月半ば(お盆前後)に、業務途上でスクーター
に追突され、左手薬指先を骨折する事故にあいまし

た。
② 2日開会社を休み、 3週間ほど通院しました。
③治療費等は、上記事故の相手側が支払いました。

④ 2日後からは、勤務を再開しました。指に包帯を巻
いており、バイクの運転ができなかったので、自転車
でそれまでの業務を行うよう指示されました。

⑤その代わりに、集配荷の区域はA営業所周辺でし

た。
⑥勤務時間は、通院の都合上、午前1 0時から午後6

時3日分にしてもらいましたD

⑦ A営業所への往復の交通費は支給されませんでし
た。

(2) ①事故後、本社で保険研修を受けました。
②研修はT保険会社によるものでした。
③研修時間は3時間ほどでした。
④研修内容は、事故の際の損害額の話でした。

(3) 9月に、リースしていたバイクを中型から小型
(125cc)に変更しました。

(4) 10月に、ガソリン代を自己負担することにし、時給
が1,500円となりました。

(5) ① 10月半ばと年末とに、それぞれ契約を更新し
ています。

②この時も、署名するだけのもので、形だけの更新手
続でした。

6 本件被災の状況

(1 )被災の経過
① 1993年3月5日午後1時すぎ、 3本の配荷物を載せ
てA営業所を出発しましたa

②午後3時頃、 3本日の荷物を配荷するため世田谷区
砧公園付近を走行中、突然、コンビニエンスストアの
ビニール袋が飛んできて視界を遮りました。これを避
けようとしたところ、気付いたときには転倒していまし
た。

③私は、いつもだいたい時速4 0 - 6 0 k mで走行してい
ました。

④付近を通行中の人に救急車を呼んでもらい、 K病
院に運ばれました。

⑤応急措置後、ベッド数不足と手術の予定が詰まっ
ていたため、 M病院に転送されました。

(2)被災後の経過

①傷害名は「左足関節開放性脱白、左足立方骨船状
骨々折Iでした。(左足首から左足甲の骨の複雑骨折)

② 3月 16日に手術を行い、 4月7日に徒歩用装具をは
めました。

③ 5月29日まで、入院加療を行いました。

④医療費の支払は、現在は本人が負担しています。
(3)会社側の対応
①会社からは、事故の担当者とA営業所の責任者が

数度見舞いに来ました。会社の事故担当者とは直接
会ってはいません。

②会社は、医療費の支払について、会社の保険制度

はあるが治療がすべて終わった時点で考えると言っ
てきました。

③会社は、私は請負契約なので労災の適用は考えて
いない、と言いました。

H労働者性について

1 僻S社の指揮監督下で労働していたこと
(1) 勤務日の選択の自由について
①勤務臼は月曜日から金曜日までの5日間とされて

いました。

②休日は土曜日と日曜日、祝祭日と決められていまし
た。

③休みをとる際には欠勤届に期間、名前、番号、理由
を記入し提出しなければなりませんでした。

④例えば、電話で「明日休みますjと言って休むことは
認められていませんでした。

⑤同僚で、自動車購入の手続のために休もうとして、
拒否されたライダーがいました。

⑥集配荷のローテーションがきっちりと組まれており、
「穴があくと困るJと言われていました。

⑦会社が、ライダーが休みをとることを想定して運営
されていたとは考えられません。

(2) 勤務中の指揮監督と拘束性について
①基本的に、 M、Hの2名の指揮監督下で業務を遂行

していました。
②午前9時 30分までに所定の場所に入る乙とを指示さ

れていました。

③逐次A営業所,=戻るので集配荷の出発時刻jそーの
他について管理されていました。

④ポケットベルを持たされており、逐一指示が下され
ました。

⑤集配荷に出発してから戻るまでにどれだけ時間が
かかるかは、指揮監督者に把握されていました。

⑥常にライダ一正位置を確認できるように、常時連絡
体制をとるよう指示されていました。

⑦制服・ネームプレートをつけるようま旨示されており、

実質的に営業所外での行動に関しても管理されてい
ました。

⑧例えば、待機中にコンビニエンスストアに入ってい
たことで詰難されたライダーがいました。

⑨昼食をいっとるかについてまで指示を受けていま
した。

2 給与は被災者本人の労務提供に対するものである
こと

①給与はタイムカードによる持給計算でした。
②遅刻等すればその分差し引かれました。
③給与の額は、距離・歩合にかかわりなく、出来高制

ではありませんでした。

3 被災者本人は事実上側S社の労働者として扱われ
たこと

①常に服装バイクの外観について指示されていま
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した。

②制服とネームプLートの着用が義務づけられていま

した。
③他社の仕事ができる状態ではなかったし、第3者を
介しての集配荷は禁じられていました。(契約書第 14

条)
④営業所内には、ライダーに対する営業目標が常時

掲示されていましたD

⑤契約内容は会社が保管しており、写しも渡されてい
ないので、契約に異議をはさむ余地はありませんでし

たD

労災申請にあたって

以上のとおり、私は、側5社の指揮監督下で、労働者と

して業務を遂行してきたと考えます。
契約上は請負であったとしても、私に事業者としての

自由があったとは考えられません o私は、常時会社の指
揮監督下に置かれていました。会社側が、私を事業者と
して取り扱っていたとは考えられません。会社は、労務の
提供を目的として私を雇用していたとしか考えられませ
ん。私が附S社の下で行ってきたことは、労働以外の何

物でもありません。
いさ事故発生の段になってから、請負契約であるの

で十分な補償はできないと言われたことに、私は、驚きと

ともに、憤りを禁じ得ませんD

側 S社は、アルバイト情報誌で「請負」の文字を伏せて
ライダーを募集しています。さらに、契約書の写しをライ

ダーlこ渡さず、ただ口頭で「請負jだと告げるだけです。
バイクによる運送業には若い労働者が多いことを考えれ
ば、側S社の行っている契約手続は、労働条件にあまり
明るくない若い労働者の無知に付け入っていることにな

ります。
今後、雇用契約の立場上対等の立場にない者が、被

災の際不利益を被ることのないようお願いするととむこ、
本件被災者である私に対する労災保険の給付をすみ

やかに行われるよう、よろしくお願いいたします。

運送請負契約書

株式会社S (以下、甲というと (以下、乙という)と
は、荷物運送代行業務に関して次の通り請負契約を締

結するD

第1条目的
乙は、甲の指定する荷物につき、甲の請負にかかる荷

物の運送を代行する業務を請負う。

第2条有効期間
本契約の期間は、平成年月日より平成年月末

日までとする。

第3条業務内容
①乙は、甲の指定する時刻及び場所において、甲の
指定する者(以下、荷送人という)から荷物を受取り、

遅滞なく甲の指定する荷届先に運送する。
②乙は、前項の外、運送に付帯する業務を行う。

第4条運送方法
乙は、原則として自動2輪車(道路交通法上の自動2

輪車及び原動機付自転車をいう、以下同じ)に甲が指定
する荷箱(以下、単に荷箱という)を固定の上、荷箱の中

に荷物を入れて運送するtのとする。

第5条付帯業務
①乙は、荷送人から荷物を受取る際、甲の指定する運
送伝票 (5枚綴り)に所定事項を記入の上、運送伝票
のうち送り状(控)を荷送人に交付して、直ちに運送を

開始するものとする。
②乙は運送伝票の各伝票を下記の通り提出文は交

付する。
1発送原票一甲に対し1日毎に提出する。
2 送り状(控) 荷送人に対し、荷物受取り時に交付

する(前項の通り) 。
3 領収(請求)書 即時、運送料を領収したときは、そ
の場で支払人に交付し、それ以外のときは甲に対し

提出する。
4 配達票一一荷物を配達したとき、荷届先または甲の

指定する者に交付する。
5発送原票(ライダー控)ー乙が保管する。

③乙は、前項第1号及び第3号の伝票を甲に提出する
場合、運送伝票作成の日の翌々日までにしなければ

ならない。
④乙は、前3項の外、甲の指定する付帯業務を行なう。

第6条請負代金
①毎月1日から同月末日までを請負代金の計算期間

とし、甲が乙に支払う請負代金は、右計算期間ごとに、
別紙「請負代金の計算方法」に基っき算出するものと

する。
②甲は、乙が下記の行為をした場合、当該運送にか

かる請負代金の支払をしないことができる。
1甲の指定した荷受の時刻に遅れたとき。

2前条第3項に違反したとき。
3運送中に乙の責に帰すべき事故・故障・違反等によ

明星送に支障を来たしたとき。
③ 甲は、第 1 0条により取得した乙に対する損害賠償
債権と乙の請負代金債権とを相殺することができる。

第7条支払
①甲は、乙に対し、前条第1項の計算期間にかかる各
請負代金を、その計算期間の翌月 15日に、乙の銀行

口座に送金して支払うo

②前項の支払をなす日が銀行の休日に当たるとき
は、次の銀行の営業日を支払期日とする。

第8条責任負担
乙は、甲、及び荷送人・荷受人その他荷物の関係者に

対し、運送を請負った荷物に関し、運送後甲に第5条第
2項第1号及び第3号の伝票を提出するまでの行為につ
いて全責任を負う。

第9条荷物に関する事故処理
①乙は、荷物の滅失・接損を発見し、あるいは荷送
人・荷受人その他荷物の関係人から何らかの不服の
申立てを受けた場合は、甲に対しその旨を遅滞なく報

告し、甲の指示に従わなければならない。
②乙は、甲が事故処理に当たるときは、これに協力し

なければならない。
第 10条損害賠償
①甲は、乙が下記の行為をした場合、乙に対し、予め

定めた額の損害賠償債権を取得する。
1甲の業務に関する指示に従わなかったとき。
2甲との問で取り決めた業務日程を事前通知なく守
らなかったとき。
3甲の指定した荷受の時刻に遅れたため、甲が当該
運送を外の運送請負人に注文せざるを得なかったと

き。
②甲が、下記の各号の事由により損害を被った場合、
乙は甲に対し直ちにその損害を賠償しなければなら
ない。
1乙が業務遂行上、荷送人・荷受人その他荷物の関

係人に対し、甲の信用を害する行為をしたとき。
2その他乙の責に帰すべき事由により甲が損害を
被ったとき。

第 11条交通事故処理
①乙が持込みの自動2輪車を用いて業務遂行中、交
通事故を生じさせた場合、乙は自己の責任において
右事故に関連する一切の事務ないし紛争を処理しな
ければならない。

②業務遂行に用いる自動2輪車が甲所有の場合に、
乙が交通事故を生じさせたときは、乙は、事故処理に
関する一切の権限を甲に授与する。この場合乙は、甲
の事故処理に協力しなければならない。

第 1 2条荷物に対する付保
甲は、自己の負担において荷物に運送保険を付する。

第 13条 自動2輪車に対する付保
①乙は、業務遂行に用いる自動2輪車に、自動車損害
賠償保険法に定められた強制保険(自動車損害賠償
責任保険)及び任意保険(対人・対物賠償)を付さな
ければならない。

②乙は、本契約後、業務にかかる最初の運送を開始

する前に、甲に対し各保険証書を呈示し、その写しを
交付しなければならない。

③乙は、第1項の自動2輪車について変更(車両の追
加または変更、自動車検査証の更新、強制保険・任意
保険の更新等〕が生じた場合、直ちに甲に対し関係
書類を呈示し、その写しを交付しなければならない。

④乙は、いつでt甲の請求があったときは、第1項の任
意保険の支払いに関する書類を甲に提示しなければ 
ならない。

⑤前4項の規定は、業務遂行に用いる自動2輪車が甲
所有の場合にはこれを適用しない。

第 14条連絡運輸等の禁止
乙は、甲の承諾を得ない限り、他の運送機関文は他者

と連絡して、あるいは他の運送機関又は他者を利用して
荷物を運送してはならない。
第 15条権利義務の譲渡禁止
乙は、本契約書に定める地位ないし権利義務を、甲の

書面による事前の承諾なしに、第3者に対し譲渡しては
ならない。
第 16条契約の解除
甲は、乙が下記の各号に該当する場合、何らの催告

なくして本契約を解除することができる。
1第 10条第1項各号、並びに同条第2項各号の事由
が生じた場合。
2第 1 4条の規定に違反した場合。
3第 15条の規定に違反した場合。
4仮差押・仮処分・差し押えもしくは強制執行を受け、

競売・破産の申し立てを受けたとき。
5その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたと

き。
第 17条解約

甲または乙が、第2条で定める契約期間中といえども
1週間前までに相手方に予告することにより、本契約を解
約することができる。
第四条連帯保証人
連帯保証人(以下、丙という)は、甲に対し、乙と連帯し

て、乙が本契約に基づき甲に対し負担する一切の債務
を保証する。

第 19条疑義の解決
本契約に定めなき事項、または本契約の解釈につい

て疑義が生じたときは、当事者双方誠意をもって協議解
決する。

第 2 0条合意管轄
本契約の当事者は、本契約に関する紛争について、

東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所
とすることに合意する。 百T甫

(1 9 9 3年6月に品川労働基準監督署に提出) 組↓凪
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藤万:融働者川棚掛川山-温三己半ζ 1

の
Jの判断基準

【1985年報告】

労働基準法の「労働者」の

判断基準について

昭和60年 12月 19 日
労働基準法研究会第1部会報告

(労働契約関係)

第1労働基準法の「労働者」の判断

1 労働基準法第9条は、その適用対象である
「労働省Jを「使用される者で、賃金を支払われ

る者をいうjと規定している。これによれば、「労

働者」であるか否か、すなわち「労働者性Jの有
無は「使用される=指揮監督下の労働」と言う労

務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労

務に対する対償性、すなわち報酬が提供された

労務に対するものであるかどうかということに
よって判断されることとなる。この2つの基準を総
称して、「使用従属性」と呼ぶこととする。

2しかしながら、現実には、指揮監督の程度及

び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等か

ら、具体的事例では、「指揮監督下の労働」であ

るか、「賃金支払」が行われているかということが

明確牲を欠き、これらの基準によって「労働者
性」の判断をすることが困難な場合がある。

このような限界的事例については、「使用従属

性jの有無、すなわち「指揮監督下の労働」であ
るか、「報酬が賃金として支払われている」かど

うかを判断するに当たり、 「専属度」 、 「収入額」等
の諸要素宅湾慮して、総合判断することによって
「労働者性jの有無を判断せざるを得ないものと

考えられる。
3なお、「労働者性」の有無を法律、制度等の目

的、趣旨と相関させて、ケース・パイ・ケースで

「労働者jであるか否かを判断する方法も考え

得るが、少なくとも、労働基準関係法制について
は、使用従属の関係にある労働者の保護を共通

の目的とするものであり、また、全国画一的な監
督行政を運営していく上で、「労働者」となった

り、ならなかったりすることは適当でなく、共通の
判断によるべきtのであろう。

第2 i労働者性」の判断基準

以上のように「労働者性jの判断に当たっては、

雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式の

いかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労

務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに
関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する

必要性がある場合があるので、その具体的判断

基準を明確にしなければならない。
この点については、現在の複雑な労働関係の実

態のなかでは、普遍的な判断基準を明示すること
は、必ずし毛容易ではないが、多数の学説、裁判例

等が種々具体的判断基準を示しており、次のように

考えるべきであろう。

「使用従属性」に関する判断基準

(1) r指揮監督下の労働』に関する判断基準

労働が他人の指揮監督下において行われてい
るかどうか、すなわち他人に従属して労務を提供

しているかどうかに関する判断基準としては、種々

の分類があり得るが、次のように整理することか守で
きょう。

イ仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾
否の自由の有無

「使用者」の具体的な仕事¢依頼、業務従事の
指示等に対して諾否の自由を有していれば、他人

に従属して労務を提供するとは言えず、対等な当

事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重
要な要素となる。

これに対して、具体的な仕事の依頼、業務従事

の指示等に対して拒否する自由を有しない場合
は、一応、指揮監督関係を推認させる重要な要素

となる。なお、当事者間の契約によっては、一定の

包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括
的な仕事の一部である個々具体的な仕事の依頼
については拒否する自由が当然制限される場合
があり、また、専属下請のように事実上、仕事の依

頼を拒否することができないという場合もあり、この

ような場合には、直ちに指揮監督関係を肯定する
ことはできず、その事実関係だけでなく、契約内容

等も勘案する必要がある。

ロ業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令

の有無

業務の内容及び遂行方法について「使用者Jの
具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督

関係の基本的かつ重要な要素である。しかしなが
ら、この点も指揮命令の程度が問題であり、通常注

文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮

監督を受けているとは言えない。なお、管弦楽団

員、バンドマンの場合のように、業務の性質上放送

局等「使用者」の具体的な指揮命令になじまない

業務については、それらの者が放送事業等当該
事業の遂行上不可欠なものとして事業組織に組

み入れられている点をもって、「使用者Jの一般的

な指鐸監督を受けていると判断する裁判例があ

り、参考にすべきであろうロ
(ロ)その他

そのほか、「使用者の命令」、依頼等により通常

予定されている業務以外の業務に従事することが

ある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受

けているとの判断を補強する重要な要素となろう。

ハ拘束性の有無
勤務場所及び勤務時聞が指定され、管理され

ていることは、一般的には、指揮監督関係の基本

的な要素である。しかしながら、業務の性質上(例
えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えば、建

設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指
定される場合があり、当該指定が業務の性質等に

よるものか、業務の遂行を指揮命令する必要による

ものかを見極める必要がある。

ニ代替性の有無指揮監督関係の判断を補強
する要素

本人に代わって他の者が労務を提供することが

認められているか否か、また、本人が自らの判断に

よって補助者を使うことが認められているか否か

等労務提供に代替性が認められているか否かは、
指揮民督関係そのものに関する基本的な判断基
準ではないが、労務提供の代替性が認められて

いる場合には、指揮監督関係を否定する要素のー
っとなる。

(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
労働基準法第11条は、 「賃金とは、賃金、給料、

手当、賞与そ¢他名称の如何を問わず、労働の対

償として使用者が労働者に支払うすべてのものを

いう。」と規定している。すなわち、使用者が労働者

に対して支払うものであって、労働の対償であれ
ば、名称の如何を問わず「賃金」である。この場合

の「労働の対償」とは、結局において「労働者が使
用者の指揮監督の下で行う労働に対して支払うも

の」と言うべきものであるから、報酬が「賃金」であ

るか否かによって逆に「使用従属性」を判断するこ

とはできない。

しかしながら、報酬が時間給を基礎として計算
される等労働の結果による較差が少ない、欠勤し

た場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業
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をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給さ

れる等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一

定時間労務を提供していることに対する対価と判

断される場合には、「使用従属性Iを補強すること

となる。

2 r労働者性」の判断を補強する要素

前述のとおり、「労働者性Jが問題となる限界的

事例については、「使用従属性」の判断が困難な

場合があり、その場合には、以下の要素をも勘案し

て、総合判断する必要がある。

(1 )事業者性の有無
労働者は機械、器具、原材料等の生産手段を有

しないのが通例であるが、最近におけるいわゆる

傭車運転手のように、相当高価なトラック等を所有
して労務を提供する例がある。このような事例につ

いては、前記1の基準のみをもって「労働者性」を

判断することが適当でなく、その者の「事業者性」
の有無を併せて、総合判断するニとが適当な場合

もある。

イ機械、器具の負担関係
本人が所有する機械、器具が安価な場合には

問題はないが、著しく高価な場合には自らの計算
と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」と

しての性格が強く、「労働者性」を弱める要素となる

ものと考えられる。

ロ報酬の額
報酬の額が当該企業において同様の業務に従

事している正規従業員に比して著しく高額で=ある

場合には、上記イとj関連するが、一般的には、当該

報酬は、労務提供に対する賃金ではなく、自らの計

算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業
者jに対する代金の支払と認められ、その結果、

「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。

ハその他
以上のほか、裁判例においては、業務遂行上の

損害に対する責任を負う、独自の商号使用が認め

られている等の点を「事業者」としての性格を補強

する要素としているものがある。

(2)専属性の程度
特定の企業に対する専属性の有無は、直践に

「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特

に専属性がないことをもって労働者性を弱めること

とはならないが、「労働者性jの有無に関する判断

を補強する要素のひとつと考えられる。

イ他社の業務に従事することが制度上制約さ

れ、また、時間的余裕がなく事実上困難である場

合には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に

当該企業に従属していると考えられ、「労働者性」

を補強する要素のひとつと考えて差し支えない

であろう。なお、専属下請のような場合について

は、上記1(1)イと同様留意する必要がある。

ロ 報酬に回定給部分がある、業務の配分等によ
り事実上固定給となっている、その額も生計を維

持し得る程度のものである等報酬に生活保障
的な要素が強いと認められる場合には、上記イ

と同様、「労働者性Iを補強するものと考えて差し

支えないであろう。

(3)その他
以上のほか、裁判例においては、①採用、委託

等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合と
ほとんど同様であること、②報酬について給与所

得としてのi原泉徴収を行っていること、③労働保

険の適用対象としていること、④服務規律を適用

していること、c5:退職金制度、福利厚生を適用して
いること等「使用者」がその者を自らの労働者と認

識していると推認される点を「労働者性」を肯定す
る判断の補強事由とするものがある。

第3具体的事案

1 傭車運転手(省略)

2在宅勤務者(省略)
国

労働基準法研究会第1部会(労働契約関係)名簿

(座長)萩沢清彦
川口 賓

塩野 広
下井隆史
神代和欣

保原喜志夫

小西国友

渋谷光子

成媛大学教授
慶慮義塾大学教授

東京大学教授

神戸大学教授

横浜国立大学教授

北海道大学教授
立教大学教授

立教大学教授

［1993年報告］

今後の労働契約等法制の
あり方について(抜粋)

平成5年5月 10日
労働基準法研究会労働契約等

法制部会報告

第2労働契約等法制の適用及び当事者

2労働者の範囲の問題点と対策の方向

(1 )労働者と非労働者との関係の相対化

労働基準法第9条は、その適用対象である「労
働者」を、①事業に「使用される」者、すなわち一定

の時間使用者の指揮監督を受けて労務の提供を

行う者であって、②当該指揮監督下の労働に応じ

て対価としての「賃金を支払われ」る者としている。

この労働基準法の適用対象である「労働者jであ
るか否か、すなわち「労働者性Iの有無について
は、従来から限界的事例が存在していたところで

あるが、近年、労働基準法制定当時に比し「労働

者」と非労働者との関係が相対化しており、法の保

護対象とする範囲を再検討する必要が生じてい
る。

具体的には、「労働者」でありながら、指揮命令

や拘束性といった労働者であることを特徴づ、ける

ような要素の少ない者が増加している。例えば、労

働基準法制定時にはあまり見られなかったスタッフ

識や専門的な職種は一般に業務内容について使
用者の具体的指揮命令の程度が相対的に小さく、

また、フレックスタイム制や裁量労働により就労する

場合には時間的拘束度が小さいと言えよう。さら

に、場所的拘束度が小さい在宅勤務労働者、サテ

ライトオフィス制など、新たな就業形態も見られるに

至っている。

一方、自営的事業や共同経営事業における就

業の態様が労働に類似したものとなるという現象も

生じている。例えば、建設業のいわゆる一人親方
についてみると、地域により事情は異なるモのの、技

能の高い町場の職人が減少するとともに、工法や

建材の発達により、業務の遂行に関する裁量の幅

が狭まり、中には特定の企業の施工技術にしか対

応できないことにより実質上その系列に組み込ま
れる職人も現れている。また、資材の調達も含めた

請負形態の減少にともない「手間請け」といわれる
就業形態が広くみられるに至っている(そのような

就業形態で就労する者は「労働者」である場合と

そうでない場合とがあるロ)が、その工賃は、工程の

作業の完成に応じ支払われることとされているも

のの、その積算はその作業に必要な人日から算出

するので、実際上は時間に対応した報酬の支払い
方に近接してきている。また、例えば、会員制等に

よる共同経営的事業ゃいわゆる有償ボランティア

についても、事業体と会員、ボランティアの関係は、

会員、ボランティアの自由な加入、就業を前提とし
つつも、実体的には一定の拘束を受け、さらには事

業体からの指示によっては労務の提供関係が労
働関係に類似したものもみられる。さらに、近年展

開が著しいフランチャイズシステムの中には、その
事業の運営について経営に関する裁量の幅が小
さく、フランチャイズの本部等第三者からの指示に

従って主として労務の提供を行う面が強いものも
みられる。

( 2 ) ［労働者」の範囲の変更の適否

このような労働者と非労働者との関係の相対化

により、「労働者」に限り労働基準法上の措置を講

ずることが、両者間の均衡上問題となる場合毛生じ

ること、また、建設業など一部の業種においては、
「労働者」に類似した就業形態の者の就業条件を

規制しないと、これらの者による「労働者」の代替が
生じ、「労働者」の労働条件も改善されない可能性

もあることからすれば、「労働者」の範囲について
「使用される」という概念をメルクマールとしている

ことは必ずしも問題がないとは言えない。
この場合、「労働者Iに類似した就業形態の者を

労働基準法の規制対象とするために、「労働者」の

26 安全センタ情報9 6年8月号 安全センター情報9 6年8月号 27



特集約f労働者! : I ' ! ! J剃断慈慢主主主主民-沼山-ぷ山芯山蕊税引三沼町田

定義を変更し、例えば民法の雇傭契約と同様「労

務に服する」とすること又は「労務の提供を行うJと

することも考え得る。しかしながら、このようにその

範囲を変更することによりどのような範囲の者まで

法規制の対象として包含することができるのか明

確でない面があること、労働基準法の労働時間等

に関する規制については指揮命令関係を前提と

していると考えられ、「労働者」の範囲の変更により

労働時間等に関する規定の適用についても再検

討を必要とすることから、労働基準法第9条の「労

働者」の定義を直ちに変更することは適当ではな

にさらに慎重な検討が必要と考えられる。

(3)労働者類似の就業者

労働者類似の者の就業条件を維持し、その保

護を図るためには、「労働者」の範囲の拡大ではな

く、別途の法制等により対応する方法も考え得る。

現に労働基準法上の労働者ではない者に対する

保護としては、家内労働法による家内労働者に対

する保護や一定の範囲の者についての労災保険

の特別加入制度がある。建設業等における一人

親方、在宅就業者等労働基準法が適用されてい

ない就業者層の労働条件に関する法制の適用に

ついては、その実態に即して別途の法制を行う必

要があるか否かについて引き続き検討することが

適当である。

(4) r労働者jの範囲の明確化

労働基準法の「労働者Iに該当するか否かが問

題となる事例が多くみられることから、これに関し明

確化のための方策が求められている。しかしなが

ら、「労働者」に該当するか否かは一義的に決定す

ることが極めて困難であり、個別の事案に即して

総合的に判断せざるを得ないと考えられることか

ら、現状においては例えば告示等により「労働者」

の範囲を定めるといった一義的な明確化のための

方策を講じることは困難であると考えられる。従っ

て、労働者性の判断については、当面、昭和 60年

の労働基準法研究会報告「労働基準法の「労働

者」の判断基準についてjにより運用することが適

当である。その際、行政としても具体的判断事例の

収集、提供を積極的に行い、より具体的な運用基

準を作成するなど、引き続き判断基準の明確化に

努めることが適当である。 回
労働基準法研究会労働契約等法制部会委員名簿

渥美雅子弁護士(渥美法律事務所)

猪木武徳大阪大学経済学部教授

奥山 明良成城大学法学部教授

中嶋土元也東海大学法学部教授

中村圭介武蔵大学経済学部助教授

仁田 道夫東京大学社会科学研究所教授

能見善久東京大学法学部教授

浜田富士郎神戸大学法学部教授

(座長)安枝英伸 同志社大学法学部教授

井上浩著
A5やJI268頁 4,800 円

*送料込4,100円で斡旋します。
主園安宝センゴヲ まで御連絡を l

7月1日新刊 l労働基準監督署で第一線の実務に携わってきた著
者がその体験に基づいてまとめた「現場」の労災保険法D 実務指
針とされている行政通達をベースに、業務上外の判定、給付基
礎日額の算定、治癒認定等の正に実務そのものといえるテーマ

員長話FTEI553EZ;一中央経済社主f波野諸国主思想h t 2

闇 脇 『行動基準』
請負業者の児童労働禁止・安全衛生確保

1993年 5月 10日

のタイ・ケーダー玩

具工場の火災事

故で189名の労働

者が死亡し、 400

名以上が負傷(写

真)、同年 11 月 19

日には中国深せ

んのジリ玩具工場

の火災事故で8 7名以上が死亡。その後も同様の

事故が棺次くなかで (96年 1 .2月号「特集アジア

の産業災害」参照)、玩具の安全な生産の確立を

求める声が国際的に高まってきたo

玩具業者の国際的な団体である玩具産業国際

協議会(ICTI=International Co un ci l of Toy

lndustries)は、 5月21日にブラジル・サンパウロで

開催された第22回年次総会で、 ICTICODE OF

BUSINESS PRACTICE (( 社)日本玩具協会では

「玩具産業のための行動律Jと翻訳)を採択した。

内容は別掲のとおりで、 rLaborJ、rWorking

ConditionsJ 、rOtherJの3項目に分けて(別掲の翻

訳では3項目のタイトルが抜けている)、会員業者

が請負業者に要求すべき事項を示したものである。

自らの工場における基準ではなく、請負業者に対す

る要求基準としているところが、委託・請負生産に

依存している玩具業界の特徴を反映している。

玩具の安全な生産、児童労働の根絶や労働条

件の確保を求める

キャンベーンは、

香港、タイ、中国な

ど、あるいは、

ICFTU( 国際自由

労連)等を通じて

世界各国で取り組

まれている。とくに

香港では、タイ・中

国の被災者の支援と現地の実態調査、毎年開催

される香港玩具フェア会場での行動等精力的な

取巳組みを展開。昨年4月3 0 El I之、労働組合、市民

団体等により rr玩具の安全な生産に関する憲章』

のための連合」がつくられ、香港玩具協議会に対し

て問憲章の制定と実施を迫るとともに、国際的な連

帯の取り組みを呼びかけた (r憲章」と呼びかけに

ついては96年1・2月号17-18頁参照) 。

香港からの呼びかけに応えて、全国安全セン

ターでも、神奈川労災職業病センター、進出企業問

題を考える会、アジ女子労働者交流センター、日本

消費者連盟、アジア太平洋労働者連帯会議等とと

もに「玩具の安全な生産に関する市民連絡会Jとし

ての取悦Eみを、昨年末からあわただしく開始した。

まずは、日本の玩具産業の実情を理解しようと、

通産省生活産業局文化用品課、日本玩具協会、

及びパンダイ、タカラ、トミーの大手3社に、 a :香港の

市民団体等が求めている「玩具の安全な生産に

関する憲章」に対する見解、@園内及び海外での
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琉異産業のための行動律
改訂案の文言(1996年5月21日のICTI年次総会で討論、承認された草案)

玩具産業国際協議会(ICTI)の会員は、合法的で、公正、かつ安全で健康的な労働環境を整える

べきであることを早くから認識していた。従って、 ICTI会員は、それぞれの業界会員に対して、このよ

うな環境を要求し、かつ維持するような供給協定(supplyagreement) 、および/あるいは、労働協定

を請負業者と結ぶよう勧告することに最大の努力をするものであるロ会員が請負業者に適合を要求

すべき具体的な事項は、以下の通りである。
ICTI会員は、労働者の公正な取り扱いと合法的な報酬を信奉するものである。従って、 ICTIは、全

体または一部を問わず、玩具の製造に際し、強制あるいは児童の労働を利用すべきではないと信じ

る。これが意味するところは、従業員は仕事に自発的に来なければならず、傷害の危険にさらされる
ことなく、適応されうるすべての法律に従って報酬を受けることを指す。我々は、これに適合するため

に誠心正義努めるべきであると信じる。
従って、個々のメーカー会員は、適切と思われる場合には、以下の事項を遵守するよう勧告する。

a) 玩具、および玩具製品の製造に使われるすべての施設を、 (i)強制あるいは児童労働が行わ
れていなしミかどうか、 (ii)従業員が白発的に仕事をしているか、傷害の危険にさらされていない

か、すべての適用されうる法律に従って報酬を得ているか、を確かめるために定期的に現場検査

する。
b) 請負業者は、全体または一部を問わず、玩具の製造に際して強制あるいは児童の労働者が雇

用されていないことを確認する。
c) 玩具の請負契約には、玩具またはその部品の製造に際し、強制あるいは児童の労働は利用さ

れていない旨の請負業者の証明を必要とするロ
d) 契約には、全体または一部を問わず、強制または児童の労働によって製造された玩具の提供

は、契約違反であり、契約は解消され、損害が算定される旨、記載する。

関係会社を含めた火災予防・労働安全衛生対策

等について問い合わせ、また、各々訪問して話を

伺った。合わせて、日本玩具協会に対しては、協会
としての見解の取りまとめと公表を要請するととも

に、連合及び上記3社のうち唯一労働組合のあるト

ミー労働組合にも協力要請を行った。
その中でわかったことは、国際的有名ブ、ランドか

ら零細家内工業までが併存している一方、一部の
高付加価値の商品を除き玩具生産のほとんどが海

外にシフトしている日本の現状(日本玩具協会自
体がメーカー、問屋、商社等が混在した19の業者

団体の集まりで、アミューズメント産業などはまた別
の業界団体を作っている。また、上記大手3社でも

国内に生産工場を擁していると言えるのはトミーだ

けであるが、そのトミー湖面木県の製造子会社トミー
工業をこの3月に閉鎖せざるを得なくなっている)。

日本玩具協会によれば、日本の玩具業界はアイ

ディアで勝負していかなければならない。労働集

約型→知的集約型へ、玩具産業→子供文化産業

にー玩具だけでなく子供用ファンシー用品やギフ
ト商品等にも手を伸ばし、時計、電気電子等他産業

ともジョイントを組むなど。以前は、海外輸出のため
の海外進出だったが、いまでは海外輸出だけでな

く日本に輸入するためのものでもある。海外生産と
いっても、子会社を作って現地で直接生産してい

るところは少なく、合弁ないし委託生産が中心。国

内の生産では、もちろん、労働基準法、労働安全衛
生法、食品衛生法等を遵守している、ということだ。

e) 児童労働に関するすべての適用可能な法律は、すべての事例において適合すべきこと。

ICTI会員は、また、玩具は安全で健康的な労働環境の下で製造すべきものであると信じるもので

ある。従って、個々のメーカー会員は、労働者¢代表に関し適用可能なすべての法律を尊重し、かつ、

以下の事項を提供し、かつ、維持する請負業者のみを使用することを勧告する。
a) 適切で、良く識別出来る非常口、従業員に対する緊急時の避難訓練。および安全装置の使用

と指示を強調すること。

b) 健康的で安全な設備と状況。および不合理な精神的、肉体的懲戒は行われないとの確信
c) 十分な換気と十分な照明のある設備

d) 緊急時の適切な医療援助

e) 実行できる範囲での、応急手当てと健康についての従業員に対する教育と訓練
個々のメーカー会員は、基本的に請負業者との継続的な意見交換によって、以下の事項を確保す

るよう努力すべきである。

a) 請負業者は、ビジネスを行う国で適用されうる法律に適合しなければならない。そのような法律

には、建物の安全性、火災に関する規則、雇用基準、賃金、給付、従業員の健康と安全規則が含
まれるが、これに限定されるものではない。

b) パートタイムや臨時雇用、および、パー!タイムや臨時雇用による労働時間は、その地方の規則
に従うこと。

c) 従業員は、適用されうる全ての法律、および/あるいは、標準的な国の法律に従って支払いを
受けなければならない。

d) 最長労働時間、連続労働時間は、全ての適用され得る法律に従うこと。
更に、個々のメーカー会員は、請負業者に対し、彼らの下請け業者に本規約の規定を適用するよ

う通告しなければならない。

cr未成年J労働とされていた点を電話確認により「児童」労働に改めた以外は、

(社)日本玩具協会の翻訳による。)

取り急ぎ以上のような情報をもって、 1月9 - 1 0日に

香港で開かれた「玩具労働者の健康と安全に関す

る国際会議」に、日本からも代表が参加した (96年

3月号42頁以下の山岸素子氏の報告参照)。

その後、①4月19日にフィリピン・マニラでアジア

の玩具業者の会議が聞かれ、香港玩具協会がア
ジア独自の憲章を提案する予定、(g)6月6 - 9日の

東京玩具フェアのおりに玩具業界の国際的な会
議が聞かれるのではないか、という情報が香港か

らもたらされ、情報の確認と各国の対応がもとめら

れた。これらの点について何回か日本玩具協会と
も連絡をとった結果は次のとおり。

①マニラでのアジアの業界の会議では、香港か

ら、アメリカの業界と協力して、中国の玩具製造

業者に対して、安全衛生対策や労働条件確保の

ためのセミナーを開催する等の取り組みの紹介

などはあったが、アジア独自の憲章は提案モ採
択もされていない(後述のICTIでの憲章採択の
予定があったのでもとtと予定されていない)。

② 5月19-21日にブラジル・サンパウロでICTIの

第22回年次総会が開催され、「企業行動基準

(7)Jを採択することが提案されている。①②の

会議とも日本玩具協会の代表が参加する。

③ 6月6- 9日に幕張メッセで開催される東京玩具

フェアのおりlこは会議等は予定されていない。
サンパウロの会議の前に話し合いの機会を持ち

たかったが日程の調整がつかず、サンパウロで採

択される「行動基準Jがわれわれや香港等各地の
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労働・市民団体等が要請している趣旨を生かした

ものとなるよう努力してほしいとあらためて要請し、

サンパウロ会議後に話をすることにした。

この問、タイで、ケーダー火災事故を記念して5

月10日を国の労働者の安全衛生の日とすることが

最終的に合意されたとい労育報がもたらされた。ま

た、玩具キャンペーンもひとつの契機となって、

I C F T Uが「第1回国際労働災害被災者追悼の日J
(4月28 日)を設定し、世界各国で記念行事が取り

組まれたことは既報のとおり (96年6月号参照) 。

6月28 日、進出企業問題を考える会の佐久間

氏、日本消費者連盟の水原氏と全国安全センター

の古谷で日本玩呉協会を訪問し、岡野専務理事、

横尾副会長から、サンパウロで採択されたICTIの

CODEO FB USlNESS PRACTICEのことを含めて

いろいろと話を伺った。主な内容は以下のとおり。

まず、 I C T Iの場では、玩具の生産における安全

衛生・労働条件の確保ということだ、けでなく、消費

者・子供たちにとって安全な玩具、子供に悪影響

を及ぼさないようなCM・宣伝活動なども話題(課

題)にあがっている。

今回、 CODEOFBUS到 ESSPRACTICEがICTI

で正式に採択されたことを受けて、日本玩具協会

としても、①協会を構成する19の各団体に、各々の

会員にこの内容を周知・徹底していただくよう要請

する、また、②関係業界紙に掲載してもううことなど

により、メーカー、問屋等に広く伝えていきたい。

中国にも北京、広東、上海に玩具業者のCouncil

があり、サンパウロでの会議にも直前まで北京から

代表が参加する方向で努力が続けられたが、台

湾との関係で政府の許可が得られず実現しな

かった。しかし、今回のICTI C O D E O FB USlNESS

P R A C T I C Eの内容は、アメリカの業界を通じて中

国にも確実に伝わっている。アジアでは、香港、台

湾と日本を中心に、韓国、フィリピン、タイの6か国

で、 4月のマニラのように毎年集まりを持ち、交流と

相互理解、意見調整を図るようにしてきでいる。そ

のことが、例えば、日本の製品がどこかの国で模造

されているなどといったトラブ?ルへの対処・解決に

役立っており、また、フィリピン等への事業補助等も

行おうとして川るところ。

日本玩具協会では、独自の「安全基準jを設定

し、第3者機関での検査に適合した商品に適合

マークの表示を認める rST (Safety Toy) マーク制

度」を実施してきでいる(浸透状況は9 5 %程度)。 15

年ほど前からI S O (国際標準化機構)で国際間の

規格統一の努力がされてきたが、ようやく実現する

見込みになった。今後調整しなければならない課

題は多いが、現在の安全基準は下げずに日本でも

対応し、また、国際規格化が進むほど国際的なトラ

ブルも解消していけると考えている。さらに、目や耳

の不自由な子供たちも一緒に楽しめるための工夫

を、障害者団体の方々に協力してもらってモニター

したうえで、「盲導犬マークJrウサギマークjを表示

して普及・促進に努めている。これをICTI等で提案

して、国際的に広めようとしている。個人輸入等も盛

んになる中で、日本玩具協会としては、「安全でな

い玩具」が入ってくることを何とか水際で阻止した

いと痕切に感じている。情報があったら、内外の製

品を問わずぜひ知らせてほしいとのこと。

香港で提案された「憲章」では、現地及び国際

的な労働組合の代表を含めた独立した監視委員

会による憲章の実施の監督を盛り込んでいたが、

今回のICTIのCODEOFB USINESS PRACTICE

にはなく、日本玩具協会もこの提案には否定的で

ある。これは、玩具産業だけでなく、また、香港に

とってだ、けでなく、われわれが自らの重要な課題と

して、今後経験を積み重ねていかなければならな

いと考えている。

たんに個々の企業が各刻こその国の法律を守っ

ていればよいという現状から、個別企業、業界団

体、国際団体が、自らのポ 1);:-ーを確立・表明・実行

し、内外からの髭査を受けるというフレームワークを

確立していくことは、これからの企業の労働安全衛

生・環境政策にとって、戦略的な課題のひとつに

なっていると言ってよい(労働者、住民の「知る権

利」、「参加する権利」等の確立がもう一方の課題)。

玩異業界が他の業界にさきがけて国際的な「行

動基準」を採択したことを歓迎し、今後、その内容

がよりそれにふさわしいものになっていく 阿甘言
ことを期待したい。 副.J.I,;I

じん踊合併蹄がん的
農学論争に決着

じん肺患者に発生した肺がんについての疫学

的因果関係に関して、「因果関係あり」と結論づけ

る学術論文が国内外で相次いで発表されているo

結論的に言えば、これまで法廷での論争にあって

は「疫学的因果関係はいまだ確立されているとは

言えない」と判示される傾向にあったこの問題につ

いて、医学から最終結論が提出されたことになる。

こうした、医学からのいわば「判決」を受け、今後、

係争中のじん肺肺がん訴訟において司法がどの

ような判決を下そうとするのかが注目される。

ただそれよりも、原則「じん肺管理区分4に合併

した肺がん」のみを労災補償の対象にしている労

働省の最後の砦が崩れたわけであり早急な是正

を迫る必要がある。無用な争いはもう必要はない

のであるロ

よってはオリジナルとは逆の結論となることもあ切尋

るというのである。

そうしたそれぞれの研究の結果について方法

論的検討を加え、その上で複数の研究結果を統

合して共通の結果を導く方法、これがメタアナリシ

スといわれる方法である。非常に重要なのは、こ

の、各研究について方法論的検討をきちんとおこ

なった上での結論だということである。こうしてメタ

アナリシスは「相互の不一致」を科学的に総合する

ため、もしこれで確定的な結論が導かれれば、「研

究によって見解が異なるので、医学的コンセニサ

スが得られていなしりとい引事疑論を利用した反

論はほぼ不可能となるからである。

このメタアナリシスを用いた研究の結果が国内

外で相次いで報告された。具体的には、じん肺患

者は非じん肺患者に比べて何倍肺がんがかかり

やすいかという相対リスク(相対危険度)の研究の

健を統合した、共通(統合)推定値を算出したもの

である。

じん肺患者に発生した肺がんについての疫学

調査は、国内外でかなりの数が行われており研究

によって相互に一致しない結論が提示されていた

といわれていた。結論が一致しない原因は様々考

えられる。たとえば疫学的に妥当な方法論によって

データに内在するバイアスを調整しているのかど

うかによって反対の結論もあり得るわけである。つ

まり、改めて適正にバイアスを調整したなら研究に

アラン且スミス(米・カリフォルニア大、国際環境

疫学会会長)らは、 Ep id em i ol og y(1995.11,v o l.6, 
No.6: 617-6 24)に「珪肺症患者における肺がん研

究のメタアナリシス」と題する論文を発表している。

以下が、その論文の要約部分の全文である(訳文

筆者)
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レビュー/珪肺症患者における

肺がん研究のメタアナリシス

結品質シリカと肺がんの関係は論争の的になっ

てきており、研究の諸結果は相互に一致していな
いよう4こみえる。本論文において、われわれは珪肺

症患者についての疫学的諸研究における肺がん

リスクに焦点をあてる。定量的評価のために2 9研

究からデータを抽出した。異なった死因の競合的リ

スクによるバイアスー特に、珪肺症そのものによる
死亡ーによって結果がゆがめられているいくつか

の研究を特定した。競合リスクを調整したのち、全
2 9研究は肺がんの相対リスク (RR)は1よりも大きい

ことを示した。統合することが可能だったお研究か
ら得られた共通RRの推定値は2 . 2 ( 9 5 %信頼区間
( C I) 2.1-2. 4 )だった。研究デザインご、との共通推
定値は、コホ-N冴究については2.0(95%CIコ1.8
2.3) 、症例対照研究については2.5 ( 9 5 % C I = 1. 8
3.3)であった。統合された死因別死亡割合研究で立

は、 2.0 (95 %CI=1.7 -2. 4 )の調整RRを与え、がん
擢患率についての研究では、 2.7 (95 %CI=2.3-

3.2)の調整RRを与えた。統計学的検定は研究開

の不均一性を示し、そのため上記に述べた信頼区
間はやや狭すぎるかもしれないが、全体の結果は、

偶然や喫煙による交絡または他のバイアスによる
要因では説明することは不可能である。珪肺症そ

のものまたはその基礎にあるシリカへの曝露の直

接の影響によって、じん肺と肺がんとの関連は因

果関係ありと、われわれは結論する。
(Epidemiology 1995;6:617-624)

つまり、相対リスクの共通推定値は研究のタイプ
によって差はあるが2.0を超えており、 23研究から
の共通相対リスクの推定値は2.2であること、さら

に、よく因果関係を否定する側から提出される要因

である喫煙などのバイアスではこの結果は説明不

可能と判定されている。同時に、極めて重要な結

果は、「競合リスクを調整したのち、全 29研究は肺

がんの相対リスク (RR) は1よりも大きいことを示し

た」としている点である。つまり、信頼性のあると考

えられる研究は「すべて」珪肺が肺がんのリスクを

高めることを示していたのである。つまり「相互に一

致していなしリといさのは間違いだったというので
ある。そして最後に、「因果関係ありJ(causal)と結

論づけている。

津田敏秀氏(岡山大医学部衛生)らは、日本産

業衛生学会誌 (1996;38:70-71)に「じん肺患者に

おける肺がんの多発 メタアナリシスの試み 」と
題する論文を発表している。津田氏らはその中で

3 4件のデータから共通率比(共通相対リスク)を推

定し、次のように述べている。
「ー得られた共通率比の推定値は、全体で3.03

(95%信頼区間, 2.89-3.18) 、コホート研究で 3.07
(2.92-3.23) 、症例対照研究で 3.15 (2 .4 1-4.12) 、 

PMRデータで2.4 9(2.06-3.01)であった。症例対

照研究にのみ多発を示さない研究が多いと指摘
する中災防の報告書の文献調査の結論は、すで

に説明した対照群の選択の誤りによるバイアスで

説明できると考えられる。 喫煙の影響について

調整されていたものは4論文であった。粉じん作業

者の喫煙率や、肺がんに関する疫学調査での交
絡要因としての喫煙歴の影響の経験的なデータ

蓄積からしても、この率比 (3.03)を喫煙歴からは説

明できない。喫煙歴を調整する前のデータと調整
した後のデータを比較しても推定値に大きな変化

はなかった。じん肺の診断に関する各国間・各研

究開の違いや職種による違いなどを今後検討する

ことにより、さらに推定値のばらつきに関する考察が
進むと考えられる。また今回はeligibilitycriteriaを

緩くしたが、他の cntenaでを試みられるべきであろ

う。しかし、これだけの研究数に基づく結果は、
c n t e n aの変更では大きく変動しないことが予測さ

れる。以上の所見から、じん肺患者において肺が
んは多発するという仮説は支持されると考えられ

る。また今回の結果はI A R Cの最近の見解に一致

する。すでにCalifornia州では、 Crysta1li ne silicaを

関値のある発がん物質として検討している。」

津田氏らの結果は共通率比をみてもスミス氏ら
の結果とほぼ一致している。また、喫煙などのパイ

アスについても同様な評価を下している。加えて

重要なのは、論文に掲載された表に明らかなよう

に、信頼性のある研究データ (34件)の率比の推定

値は1をすべて超えていた点である。つまり、スミス

氏らの論文と同様に、ここにおいても「相互に一致

していない」とする主張の間違いが確認されたわ

けである。そして、「じん肺患者において肺がんは

多発するという仮説は支持されると考えられる」と

結論づけらた。なお、津田氏らの研究は臼本の研

究も含めた検討結果である。

極端な話、因果関係をあいまいにせんがための

「研究Jもありうるが、ここに至りそうしたごまかしは
もはや通用しない。じん肺と肺がんの疫学的因果

関係は確定したいえる。

大分じん肺合併肺がん訴訟では、大分地裁に

おいて全面原告勝訴判決が下されたものの、福岡

高裁での控訴審においては、原告側が提出した

数々の医学的証拠に対して様々な反証を提出し

て対抗するという、被告・国のいわば「中和」作戦に
裁判所が悪乗りした。福岡高裁判決 (1994.1 1.3 0)
は「調査対象の選択や、解析方法の相違によって

は、肯定的な結論が得られたり、得られなかったり
するのであろうし、研究者の問で調査対象の選択
や解析方法の正当性をめくやって際限のない議論

が繰切亙されており、いずれか正当であると判断で

きるような状況ではない」と判示し、被害者の救済

から逃亡したのであった。
また、本誌9 6年7月号で報告されている広島地

裁判決(19 9 6 .3 .26)においては、管理区分3の被災

者に合併した肺がんによる労災死の遺族補償に
ついて、じん肺による医療実践上の不利益を理由

として業務上認定が相当であるとの原告勝訴判
決が下されている。しかし、広島地裁判決におい

てもじん肺と肺がん発生との疫学的因果関係につ
いては「疫学的因果関係を判断するためには、で

きるだけ多くの疫学的研究を総合的に検討する必

要があるところ、じん肺(けい肺)と肺がん発生との
陪の因果関係に関する疫学研究はすでに棺当数

発表されているにもかかわらず、それらを総合的に

検討した上でじん肺と肺がん発生との聞に疫学的
因果関係があるとする専門的見解は、未だ明らか

にされてはいない」、「現時点では、疫学的にみて、

じん肺と肺がん発生との間の疫学的因果関係に

ついてはこれが存在する可能性があると言い得る

にとどまり、これが存在するとまで認めることはでき
ない」と判示しているのである。

上記の2論文から、以上のような法廷における判
断が誤りであることは 層鮮明になってきた。「甲

論乙駁で評価は定まらない」などという被告国の
主張やそれに同調した諸判決の間違いはいまや

明らかである。疫学的因果関係は存在している
(causal)のである。これが、じん肺合併肺がんの因

果関係に関する医学の最終結論である。じん肺の
職業性が1 0 0 %明らかである以上、定量的にも確

定した因果関係をもって発生する合併肺がんは業
務上疾病であることを疑う余地はない。

じん肺肺がんをめぐる訴訟は、大分訴訟が最高

裁で、広島訴訟が広島高裁で進行中であり、福岡

地裁にも進行中の事案がある。しかし、闘いの場は
法廷だけでないことはいうまでもない。じん肺をめ
くやっては多くの問題が山積しており、各種の要求、

申し入れが患者団体、学会などからおこなわれて

きているが、そのなかでもじん肺合併肺がんの問
題は常に取り上げられてきた被災者救済上の重要

問題のひとつである。いまやあまりにも不合理なこ

の問題の早急な是正改善が求め向。田

全国労働安全衛生センター連絡会議

覇7園総舎の翻轟肉
全国安全センターの第7回総会は、 1996

年9月初日(土)～9月29日(日)に、高知

で開催い疋します。くわしい御案内及
び議案書等については9月号で送付する
予定です。

日時:9月 28日(土)～9月29日(巴)

会場:高知市国民宿舎「桂浜荘」
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百三法11監督問細琵三注目山山川奈川恒己以|

監理

井上浩

1973年のこと (2)

(前回r34Jの1月16日のS化学工業追加調査

の記録があったので以下に追記)

会社側ー T次長、 T係長、今尾医師、稲垣看

護婦

局側 υ 松浦課長、井上

T次長・・労働者申立ての経歴と会社の人事

記録の相違点について説明。

今尾医師。H病院のY医師は小さな筋のま

ひを主張しているが、労働省の鉛中毒の認定

基準にまひの内容の説明がないので、まずまひ

の有無を確認するのが先決ι思うロ第三者に診

察してもらったらと、うか。

松浦課長ー浦和署長よりY医師へ筋電図を

要求している。その結果により検討したい。 1に

ついて要治療判断の際の病名は?

今尾医師 正式の診断でないと思う。不在

のため病名を付けなかったのではないか。

松浦課長・ .63年に配置転換しているが、そ

れ以前に治療しているかっ

今尾医師・・・少しP bが入っていると思って薬
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を投与したのではないか。 Iのみは濃厚なP bが

入っていると思う。

松浦課長・・伸筋まひなしという診断がある

が、やはり客観的資料が必要ではないかっ

今尾医師 上肢についてまひがないと診断

したのではないかと思う。 ( H病院から会社の健

保組合に診療費の請求が来ている。…発言者

不明)

稲垣看護婦・先程の要治療の際には病名

はきめていない。

松浦課長検査結果は本人に知らせたかっ

稲垣看護婦 治療する場合には知らせたと

思う。

松浦課長ー・診療所に来る者について全員カ

ルテを作成したかっ

稲垣看護婦υ1日4 0名くらい来るので、 1日

程度の投薬だけの者については作成しなかっ

たと思う。

松浦課長 υ 要治療から配転まで2年余ある

がカルテはあるか?

稲垣看護婦・ T係長一見当たらない。当時診

療所では治療はやっていなかった。正式の患

者は外部へ出す。鉛の投薬はノートしていたが

紛失した。会社としては鉛の治療薬は有害なの

で、環境改善の方に努めた。

松浦課長ー他に鉛中毒の患者はいないか?

T係長ーいない。

(ここで業務外も含め診療所カルテを閲覧)

T係長 同条件の同僚の状況について説明。

T次長ー環境測定について説明。

松浦課長・ー専門家に判断してもらう。労働省

にも伺うつもりである。

なお、 1月22日の本省招待宴席次は次のとお

。り

安衛課長賢察官事務官庶務課長

井上局長労災課長紺野補佐

3月 27 日(火)靖

町田新課長着任。仲間の監察官に話しK氏

の机を上席にすえてやる。午後戸田へ滞納整

理。有信堂登坂氏労災法ゲラを局に持参。 (K

氏は浦和時代の私の課長で年齢は私の8歳

上。戦前の警察部工場課時代からの生え抜き

である。給料も高かった。しかし、署勤務で何回

も陪題を起こして課長からヒラに落ちたことも

あった。監察官になる前は署の労災課長であっ

たが問題があり、監察宮に発令されても局長や

課長の判断で監察業務は担当させず、給付調

査官の仕事の三者行為を担当し、席も係長の

席であった。そのため前任署管内の事業場の

人が来ると、自分の席を立って上席の近くに

立って応対したりしていた。私のことを目の敵

にして局長や課長に告げ口を続けていたが、

私はかわいそうと考えて、課長交代の時を利用

して他の3人の監察官の了解を得て、監察官席

の最上席に移動させてやった。そして監察も、

最少署の秩父ー署だけを担当させることにし

た。しかし、そんな親切心のわかる相手ではな

かったo とたんに威張り出し、詳細な経過を知ら

ない新課長が持ち上げるので、私は同僚監察

官に恨まれることになったo私は問毛なく監察監

督官に転ずることになったので尚更であった。

私は性懲りtなく再度親切心を発揮して、退職

の日にも局長に大へんいやな思いをさせること

になる。彼は私と向日の退職であった。しかし、

彼がどうして私に対して敵意を抱いていたの

か不明であるが、あの浦和時代に私が健康診

断マージンの不正使用を追及したとき、彼はそ

のマージンの中から借金し、それを返していな

いことを私がつかんでいることを気にしていた

のかモしれない。退職後彼の居住している市に

頼まれて講演に行ったことがあるが、市役所の

職員にもホラ 00といってよく知られていたロ)

4月2日(月)時々小雨

休んで東京へ。労働新聞社と産業労働調査

所へ原稿持参。ふと1946年の今日の日記を見

ると、次のようにあり懐しい。「昭和 21年4月2日

晴商業組合、食糧営団、役場、警察へ押しか

くJ"
(敗戦直後の混乱期である。当時青年団運

動に熱中し、物資配給の不公正をめくAつての

行動であった。有名な「本庄町事件」の一足先

である。やがて青年団運動としては行きすぎで

あると考え、幹部一同は引退した。記録を見て

驚いたが、直後に占領軍C I Cから解散命令が

出ている。珍しい例であろう。後任の西村君(前

出)は逮捕すξといわれ結局解散した。それほ

どのことを全く記憶していなかった。やはり記録

は大事である。)

4月3日(火)曇

産業労働調査所沖氏来局。セミナー関係に

転じたと。県庁職員クラブPで労災課異動の歓
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送迎会。終って幹部のみ“花園"で二次会o

4月5日(木)曇時々雨

第一勧銀春日部支屈での事務組合説明会

に出席。初めて武蔵野線に乗る。 S化学工業の

鉛中毒事件N H Kで放映されるため呼ばれて

局へ戻る。認定基準の数値国会で取上げ。放

映 18名。

4月6日(金)晴薄曇

所沢文化会館で事務組合に説明。快調。午

後山口社労士の車に同乗し小暮二課長、村田

女史(飯能市の社労士)と飯能天覧山の桜を

見る。六分咲き。初めて野田智見(乱脈ぶのを追

及した元局長。前出)の建立した慰霊碑を見

る。

4月7日(土)曇晴

S化学工業の件で国会質問があると。夕方ま

で居残り本省へ状況連絡。本省医療係谷氏

(現本省補償課長。内田さんより紹介されたこと

がある。)より鉛中毒の経過を質問してくる。本

日参院社労委において瀬谷英行議員が埼玉、

神奈川、山形の具体例を挙げて質問すると。日、

A、Iほか4名の経過とS化学工業の監督経歴に

ついて報告。

4月9日(月)薄曇

朝久し振りに森議員(社党参院。前出)宅訪

問。浦和署定時検査。熊谷収納係長と山下女

史同行σ (会計年度変更時の会計検査だろう。)

4月 12 日(木)曇雨

鉛中毒事件で午前中から浦和署(署長、次

長、労災課長)も含め打ち合わせ。松浦前課長

も出席。町田新課長、労働者救済の見地から有

利な数値により判断したいと。本省りん伺の形

式も決めたいと。松浦氏、人事で不利益な処遇

を受けないため局長と庶務課長の印象を変え

させるようにせよと忠告。でもそれでは寂しい。

白孟1

4月 14日(土)薄曇

14時40分まで残り鉛中毒の件を新課長と2人

で局長(自治省キャリアから労働省へ。埼玉局

長で退職。 2 0代で滋賀県の財政課長をしたと

いう。)へ説明。顔を見ると績に障る。(前課長の

言を思い出したのだろう。 ) S化学工業から東武

百貨庖を通じジョニ黒と赤が送られてきたので

百貨屈に話して返す。

4月 17日(火)曇雨晴

国鉄等スト。県評浜田事務局長(東武鉄道出

身)よりS化学工業の件について電話あり。経過

説明する。 Sに電話。

4月 19日(水)晴曇

S化学労組(第1組合)が鉛中毒のことで局へ

押しかけると。局長と労災課長喫茶届に逃避

し、日中ごたごた。午後、課長と2人市民病院に

行き中村院長(顧問。東大)に会い意見を聴く。

①鉛ばく露があったことは事実。

② 5人とt業務上疾病であるが、 2人は認定

基準め数値に達しないので業務外やむな

し。

③ H病院の診断を無下に否定できない。

④ リストドロップ(東大は誤診)、血中鉛、尿

中鉛、コプロポルフィリ>からの上判断。

⑤治療の効果も上がっている。

4月21日(土)曇

局長、労災課長と本省で落合い、鉛中毒の

打合わせ。本省仰卜・山口補償課長(陸軍中野

学校出ということで、頭の回転が労働省ーとい

われていた。)、那須川医療班長、近藤職業病

認定調査官(認定を強力に行うように地方局監

督課長から任命。従来は労災補償課長経験者

等であった。監督課長は監督官試験合格者で

監督行政の中核である。)、内田係長。問題点

以下のとおり。① 5・Gの石和におけるコプロ

数値は定量法によるものか。測定機関はどこ

か。② 5・Gの職歴等について労使の主張に

相違あり。③ Gの貧血についての鑑別診断の

有無(医師の測定方法の誤りによる労働者の不

利益を考慮する必要あり。) 17:30終了。

4月23日(月)薄晴

午後労働省へ。那須川班長、近藤調査官、松

浦監察官。①感じは埼玉局と若干違う。②一

両日中に回答する。③石和の意見は文書で

取る必要があったo (余裕なし。)宮本(元)調査

官の話。①鉛の認定基準について厚生省と

の話合いはデッドロックに乗り上げている。した

がって、健保請求して業務外でないとして不支

給になれば、審査で争うしかない。②鉛中毒

共嵐会議が認定された患者の資料を集めてい

合来著。工場長にいわれて来たと。会社弁護に

終始。 S化学工業の件で局長と浅倉労災補佐

の3人で協議。課長は病欠中。局長本省の意向

尊重。役人の限界。午後5化学工業組合5人と

会う。後に会社も来て 16:00まで。(局長も含めて

認定基準は参考程度にしか考えていなかっ

たロしかし、本省山口課長が、認定基準は本省

局長の命令だと一喝。以後雲行きが変わった。

それまでは何とか業務上認定をと考えていた

が一転することになる。この頃は土曜も一日勤

務することがよくあったロなお、山口課長は、地

方にはばか局長がいて図るといったり大へんな

元気だったが、やがて神奈川局長のとき引こ現職

死される。)

5月1日(火)薄晴

る。(谷本氏は町田氏病気によ切圭に埼玉労災

課長となる。)終って松浦監察官(元課長)と飲

む。役所がますますいやになる。

4月24 日(火)曇

課長、補佐、監察官会議。監察担当署変更す

る。いつもK氏(前出)の処遇が問題になる。新

任監督官2名の研修を行う。江木(浦和署。現

福岡局賃金課長)、箱守(川口署。現東京局労

働時間課補佐)。夕方監察宮4名で飲む。皆分

担が不満とかロ

4月27 日(近)小雨薄暗

国鉄等全部ストップ。朝9:30まで組合職場集

会。局長より鉛中毒の進行状況を聞かれる。(交

通ストのときは交通機関利用の職員の大半は

欠勤した。前述のK氏はマイカー通勤で支障な

いのにいつも休んでいた。虚勢を張ってはいて

も本心はまことに小心な人物であったが、ずる

いところがあった 0)

4月28 日(土)曇晴

浦和金子課長来局。昨日 S化学工業第2紐

局長、課長と本省で落合い山口課長を囲ん

で打合わせ。正式にりん伺することになる。

那須川ー新基準により認定すべきである。

局長ー基本的に同意見である。ただしMは

旧基準によるべきだ。数値測定法に問題のある

tのは労働者保護の見地から考慮したい。

山口一Iの数値は10年前であり現在は正常。

那須川トー請求時点での認定基準により判断

すべきである。コプロについて定性法は問題

外。

山口ーコプロ以外に補強資料が弱いので業

務上認定は困難である。

局長 . . M以外は業務上と思う。

山口ーそのような考え方を本省は心配して

いる。医証により判断するロ事務的判断は不可。

那須川口Sは形式的に該当するが血中鉛少

なし。

局長ー免許のある医師の診断を否定するの

は問題である。

山口 だから医員の判断を仰ぐ。 四
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車 i議@
2年連続死亡災害多発の熱中症対策で宅

労働省発総第8号
基発第406号
職発第467号

平成8年 6月26日
都道府県労働基準局長殿
都道府県知事殿

労働大使官房長
労働省労働基準局長
労働省職業安定局長

労働者災害補償保険法等
の一部を改正する法律の

施行について

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法
律(平成8年法律第4 2号)による労働保険制度の

改正の大綱については、既に平成8年5月2 2 日付

け労働省発基第61号(注 96年7月号30-31頁)を

もって労働事務次宮より通達されたところである
が、今般、労働保険審査官及び労働保険審査会
法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第

191 号)及び労働保険審査官及び労働保険審査
会法施行規則の一部を改正する省令(平成8年労

働省令第2 8号及び平成8年労働省令第2 9号)が

制定されるとともに、一部の内容を除き、平成8年7

月1日から施行されることとなった。
ついては、下記事項に留意の上、事務処理に遺

憾なきを期されたい。

(注)法令の略称、は次のとおりである。

改正法=労働者災害補償保険法等の一部を改
正する法律(平成8年法律第4 2号)

労災法=労働者災害補償保険法(昭和2 2年法

律第50号)

旧労災法=改正法第1条による改正前の労働者

災害補償保険法
新労災法=改正法第1条による改正後の労働者

災害補償保険法
雇保法=雇用保険法(昭和4 9年法律第116号)
旧雇保法=改正法第2条による改正前の雇用保

険法
新雇保法=改正法第2条による改正後の雇用保

険法
労審法=労働保険審査官及び労働保険審査会

法(昭和31年法律第1 2 6号)

旧労審法2 改正法第3条による改正前の労働保

険審査官及び労働保険審査会法

新労審法=改正法第3条による改正後の労働保

険審査官及び労働保険審査会法
改正令=労働保険審査官及び労働保険審査会

法施行令の一部を改正する政令(平成8

年政令第191号)

労審令2 労働保険審査官及び労働保険審査会
法施行令(昭和 31年政令第248号)

新労箸令=改正令による改正後の労働保険審

査官及び労働保険審査会法施行令

改正省令第28号=労働保険審査官及び労働保
険審査会法施行規則の一部を改正する

省令(平成 8年労働省令第2 8号)

改正省令第2 9号z 労働保険審査官及び労働保

険審査会法施行規則の一部を改正する
省令(平成8年労働省令第2 9号)

労審則=労働保険審査宮及び労働保険審査会

法施行規則(昭和31年労働省令第17号)

新労審則=改正省令第29号による改正後の労

働保険審査官及び労働保険審査会法施
行規則

記

第 1 審査請求に対する決定遅延時における再
審査請求に係る手続規定の整備等

1 改正の趣旨

労働保険制度における審査の迅速化を図るとと

もに2段階の審査請求手続の趣旨をいかすため、
審査請求人は、審査請求後3か月を経過しても労

働保険審査官(以下「審査官jという。 )による決定

がないときは、労働保険審査会(以下「審査会 Jと
いう。)に再審査請求をすることができる旨の規定

を創設することとし、併せて所要の規定の整備を

行うこととした。
2 改正の内容

(1)審査請求に対する決定遅延時における再審

査請求に係る手続規定の整備(新労災法第3 5

条第2項及び新雇保法第6 9条第2項関係)

労働保険制度に関し、審査請求に対する審査

官の決定が遅延した場合に関する再審査請求
手続を整備することとし、審査請求をしている者

は、審査請求をした日の翌日から起算して3か

月を経過しでも審査官による決定がないときは、

決定を経ないで、審査会に対して再審査請求を

することができることとした。

なお、この場合の審査請求は適法なものでな
けれはならず、審査請求が不適法であるときは審

査請求後3か月の期間は進行しないこととなる。

(2)再審査請求の経由及び方式等並びに裁決書

の方式に関する規定の整備

イ新労災法第35条第2項又は新雇保法第69条

第 2項の規定(以下「救済規定」という。)(注ー新

労審令では「決定を経ない再審査請求Jと言っ
ている。)による再審査請求については、労審令

第3条の規定によるほか、審査請求がされている

審査官を経由してすることもできることとした(新

労審令第23条第2項関係) 。

ロ救済規定による再審査請求をする場合の再
審査請求書には、決定をした審査官の氏名、決

定書の謄本の送付を受けた年月日、並びに決

定をした審査官の教示の有無及びその内容を
記載する代わりに審査請求をした年月日を記載

することとした(新労審令第2 4条関係) 。

ハ労審令第2 4条に規定する再審査請求書の様

式は、新労災法第35条第2項の規定による再審

査請求の場合には様式第3号の2を用いることと

し、新雇保法第 6 9条第2項の規定による再審査
請求の場合は様式第4号の2を用いることとした

(新労審則第2条第2項関係) 。

ニ救済規定による再審査請求がされた場合の
裁決書には、決定をした審査官の氏名を記載し

ないこととした(新労審令第 3 2条関係) 。

(3)救済規定による再審査請求がされた場合の
審査請求の取下げみなし等

イ 救済規定による再審査請求がされた場合の

審査請求手続と再審査請求手続の関係を整備
することとし、救済規定により審査官の決定を経
ないで再審査請求がされたときは、原貝IJとして

当該審査請求は取り下げられたものとみなすこ
ととした(新労審法第 17条の2第 3項関係) 。

ロ ただし、救済規定により審査官の決定を経な

いで再審査請求がされた場合において、審査
請求人が再審査請求をした時点で既に審査官

が決定書の謄本を審査請求人に発していた場

合であって、当該決定が原処分の全部又は一
部の取消しを内容とするときは、当該決定により

審査請求人の請求が認容されたものであるの

でこれをいかすこととし、当該部分については再

審査請求を取り下げたものとみなすことにより再
審査請求手続を終えんさせることとした(新労審

法第4 9条第3項関係) 。

ハなお、再審査請求の取下げみなし規定の整備
に伴い、所要の規定の整備を行うこととした(旧
労審法第50条、新労審法第4 9条第1項及び第2

項並びに新労審令第15条の2第1関係)。

(4)不服申立てと処分の取消しの訴えとの関係の
整備
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イ (1)の手続規定の整備を踏まえ、労働保険制

度における不服申立てと処分の取消しの訴えと
の関係について規定を整備することとし、不服

審査手続が遅延した場合の処分の取消しの訴

え(注裁判提訴のこと)は、再審査請求後3か月

を経過しても審査会による裁決がない場合に限

り提起することがでさることとした(新労災法第
3 7条第1項及び新雇保法第7 1条第1号関係) 。

ロなお、これに伴い、当該規定の繋備は行政事

件訴訟法第8条第2項第1号の特別法としての

位置づけとなることを踏まえ、労働保険制度にお

ける不服申立てに関して問項第2号及び第3号

の規定についても適用を排除するをのではなく、
従来の取扱いを変更するものではない旨確認

的に明示することとした(新労災法第3 7条第2号

及び新雇保法第7 1条第2号関係)。

3 施行期日及び経過措置
(1)施行期日(改正法附則第1条、改正令附貝I j 、

改正省令第29号附則関係)
この改正は、平成8年7月1日から施行される。

(2)経過措置(改正法附則第2条及び第3条関係)
施行日の前日において審査請求がされた日の

翌日から起算して3か月を経過しており、かつ、施

行日の前日までに審査官の決定がない審査請求
については、①施行日前に既に処分の取消しの訴

えを提起していたとき又は施行日以降処分の取消
しの訴えを提起したときは、救済規定は適用され

ず、審査宮の決定を経ない限り再審査請求はでき
ないこととし、②施行日以降救済規定による再審

査請求をしたときは、審査会の裁決があるか又は

再審査請求後3か月を経過しない限り、処分の取

消しの訴えを提起することはできないこととした。

第 2 審査会における審査体制等の整備

1 改正の趣旨
審査会における審査の迅速化を図るため、審査

会の委員を増員するとともに、所要の規定の整備

をf子うこととした。
2 改正の内容
(1)審査会委員の増員(新労審法第2 6条関係)
審査会の委員を9人(現行6人)というち3人を非

常勤の委員とすることがでさることとした。

(2)委員の増員に伴う審査会の運営に関する規

定の整備(新労審法第32条、第33条の2、第33

条の3及び第3 5条関係)

会長及び会長を代理する委員は、常勤の委員

のうちから定めることとし、委員の全員をもって構成

する合議体にあっては、会長又は会長を代理する

常勤の委員が審査長となることとした。
また、審査会の委員の増員に伴い、合議体にお

ける議決について所要の規定の整備を行うととも

に、非常勤の委員については、国若しくは地方公

共団体の議会の議員その他公選による公職の候
補者となり、又は積極的に政治活動をすることを禁

止することとした。
(3)審査会参与の増員(新労若手法第 36条関係)

労災保険制度に関し、関係労働者及び関係事
業主を代表する者(審査会参与)を労使各6人(現

行4人)とすることとした。
(4)審査会による審査官に対する差戻し制度の

廃止
審査会による審査官に対する事件の差戻しに関

する規定を削除することとした。したがって、審査
官の段階で期限徒過等により却下された事案につ

いて再審査請求がされた場合には、審査会は、審

査官の却下決定が適法かっ妥当であるか否かに

ついて審査し、違法又は不当なものと判断した場
合には、従来のように審査官に差し戻すことなく、原

処分について自ら再審査を開始し、原処分が適法
かつ妥当であると認めるときは棄却の裁決を、原

処分が違法又は不当であると認めるときは原処分

取消しの裁決をすることとなる。

3 施行期日及び経過措置
(1)施行期日(改正法附則第 1条関係)

この改正は、平成 8年7月1日から施行される。た

だし、この法律の施行に伴い新たに任命されるこ

ととなる委員の任命のために必要な行為について

は、公布日(平成8年5月22 日)より施行される。

(2)審査会による審査官に対する差戻し制度の

廃止に伴う経過措置(改正法附則第4条関係)

施行日の前日までに旧労審法第4 9条第2項又

は第3項の規定により審査官に差し戻されたものに

ついては、原則として、なお従前の例による等の措

置を講ずることとした。

(3)審査会の委員の増員に伴う経過措置(改正

法附則第5条関係)

イ 新たに任命されることとプよる労働保険審査会
の委員の任命のために必要な行為については、

施行目前においても必要な手続を行う必要があ
るので、施行目前においても行うことができるこ

ととした。

口国会の閉会又は衆議院¢解散のために両議

院の同意を得ることができない場合における委
員の任命手続については、新たに任命されるこ

ととなる委員について準用することとした。

ハ新たに任命される委員の任期については、内
閣総理大臣の定めるところにより、 1人は3年、 1人
は2年、 1人は1年とすることとした。

第3 罰則規定における罰金額の引上げ

1 改正の趣旨
審査官又は審査会が行う審理のための処分に

応じない者に対して適用される罰金額について、

最近の経済事情に適合したものとする必要がある

こと及び労働保険関係の他の法律における罰金
額との均衡を図る必要があることから、所要の引上
げを行うこととした。

2 改正の内容
(1)罰金額の引上げ(新労審法第52条及び第53

条)

審査官又は審査会が行う審理のための処分に

応じない者に対して適用される罰金額を、検査拒
否等については現行3万円以下から2 0万円以下

へ、出頭拒否、虚偽陳述等については現行1万円
以下から 1 0万円以下へそれぞれ引き上げることと

した。
(2)罰金額の引上げに伴う所要の規定の整備(改

正省令第28条関係)

罰金額の引上げに伴い、審査官証票及び審査

会審査員証票の罰金額に関する記載内容を改め
ることとした。

3 施行期日(改正法附則第1条及び改正省令第

28号附則関係)

この改正規定は、公布日から起算して 20 日を経

過した日(平成8年6月 11日)から施行されている。

基発第32～号

平成B年5月21日
都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

熱中症の予防について

平成6年及び平成7年の夏期における記録的な

猛暑により、特に建設業などの屋外作業を中心に7
月から8月にかけて熱中症による死亡災害が多発

し、熱中症の予防対策の充実が求められている状
況にある。

熱中症の発生については、高温環境下での作
業の危険性について認識の無いまま作業が行わ

れていることにその根本的な原因があり、具体的
には適切な休憩時間がとられていない、水分・塩

分等の補給が適時行われていない、作業者の健

康状態が把握されていないことなどによるものが
多い。したがって、事業者及び労働者に熱中症の

予防に対する基本的な知識を持たせ、必要な対
策を講じさせることにより、その発生を防止すること
ができるものである。

ついては、夏期における屋外作業等高温環境
下での作業について、熱中症を予防するため、下

記事項について関係業界及び関係事業場に対し

て別途送付するパンフレットを活用するなどして適

切な指導の徹底を期されたい。

なお、建設業は熱中症による死亡災害の半数以

上を占めることから、その関係団体に対しては、本

職から別紙(省略)のとおり要請を行ったので、了
知されたい。

記

1 作業環境管理

(1)発熱体と高温環境下で¢作業場所(以下、単

に「作業場所」という。)の問に熱を遮ることので

きる遮へい物等を設けること。屋外作業におい
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てはできるだけ直射日光を遮ることのできる簡
易な屋根等を設けること。

(2)作業場所に適度な通風や冷房を行うための
設備を設けること。また、作業中は、適宜、散水等

を行うこと。
(3)作業場所に水、冷たいおしぼり、作業場所の

近憐に水風目、シャワー等身体を適度に冷やす

ことのできる物品、設備等を設けること。

(4)作業場所の近隣に冷房室や日陰などの涼し
い休憩場所を設けること。作業場所は臥床する

ことのできる広さを確保すること。

(5)作業場所にスポーツドリンクを備え付ける等
水分や塩分が容易に補給できるようにすること。

(6)作業場所に温度計や湿度計を設置し、作業

中の温湿度の変化に留意すること。

2 作業管理

(1)気象条件、作業内容、労働者の健康状態等を

考慮して、作業休止時間の確保に努めること。特
に、人カによる掘削作業等エネルギー消費量の

多い作業や連続作業はできるだけ少なくするこ

と。
(2)熱を吸収、保熱しやすい服装は避け、吸湿

性、通気性の良い服装にすること。

(3)直射日光下では通気性の良い帽子等をかぶ

らせること。

3 健康管理
(1)直近の健康診断等の結果に基づき、適切な健

康管理、適正配置等を行うこと。

(2)労働者の睡眠時問、栄養指導等日常の健康

管理について指導を行うこと。必要に応じ健康
相談を行うこと。

(3)作業開始前に労働者の健康状態を確認する

こと。また、あらかじめ作業場所を把援しておき、

作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどし
て労働者の健康状態を確認すること。複数作業

においては、労働者にお互いの健康状態につい

て留意するようにさせること。

(4)労働者に対し、水分や塩分の補給等必要な

指導を行うこと。

(5)休憩場所に体温計を置き、休憩時間などに測

定させることが望ましいこと。

4 労働衛生教育

高温環境下における作業を行う際には、作業を

管理する者及び作業者に対し、あらかじめ次の事

項について労働衛生教育を行うこと。

①熱中症の症状

②熱中症の予防方法

③緊急時の救急措置

④熱中症の事例

5 救急措置
(1)緊急連絡網をあらかじめ作成し、関係者に周

知すること。また、病院、診療所等の所在地、連
絡先を把握しておくことロ

(2)少しでも熱中症の症状が見られた場合は、救
急措置として涼しいところで身体を冷し、水分及

び塩分の補給を行うこと。また、必要に応じ医師
の手当を受けさせること。

(参考1)

熱中症

高温高湿環境下で、体温調節や循環機能が障
害を受けたり、水分塩分代謝の平衡が著しい失調

を来して、作業遂行が困難又は不能に陥った状態
を総称して熱中症という。病態生理学的には、熱射

病、熱けいれん、熱虚脱及び熱疲はいに分類され

る。なお、日射病は直射日光下で生じた熱射病を

意味する。
①熱射病(日射病)
熱中症の中では致命率が高く、緊急の治療を要

する。夏期の屋外作業又は高温の屋内作業にお

いて、高熱とともに意識障害を生じた場合、特に他

の原因がないかぎり熱射病と診断される。

体温調節機構の失調、体混又は悩温の上昇を

伴う中枢神経障害が原因と考えられる。突然意識

喪失に陥ることが多いが、前駆症状としてめまい、

悪心、頭痛、耳なり、イライラなどがみられ、 H匝吐や

下痢を伴うこともある。発汗が止まり、熱い乾いた皮
膚になり、体温は通常41" Cを超え、 4 2 "C以上に達

することν少なくない。
(緊急措置)

裸体に近い状態にして、冷水をかけながら扇風

機の風を当てる。氷片でマッサージする。アルコー

ル綿で全身を拭くなど、あらゆる手段を用いて体温

の低下を図る。

②熱けいれん
大量の発汗による塩分喪失に対して、これを補

給しなかったことによって起こる。作業でよく使用さ

れる四肢筋や腹部の筋肉が、痕痛を伴い発作的
にけいれんを起こす。けいれん発作は、作業中の

みならず、作業終了時の入浴中や睡眠中に起こる
こともある。

熱けいれんでは、体温はあまり上昇せず、血圧
の変化もないことが多い。
(救急措置)

0.1%の食塩水を飲ませて涼しいところで休養さ
せる。

③熱虚脱
高温環境下では体熱放散を盛んにするために、

皮膚血流量が増加する。この時、内蔵への血流
量、心臓への還流量、心拍出量が減少し、血圧が

低下するので、代書詩的に心拍数が増加する。高温

暴露が継続L、この心拍増加が一定限度を超えた
ときに起こる循環障害を主体とする症状を熱虚脱

という。

熱虚脱では、全身倦怠・脱力感を覚え、めまいか

ら意識混濁し、昏倒することもある。心拍は頻脈で

微弱、血圧は低下している。体温の上昇はほとん

どみられない。
(救急措置)

涼しいところで安静にし、水をとらせる。

④熱疲はい

大量の発汗で、血液が濃縮し、心臓の負担増大

や血流分布の異常が起こると、初期には激しい口

喝、尿最の減少がある。やがてめまい、四肢の感覚

異常、歩行困難などがみられ、失神することもある。

頻脈・体温上昇をみることもあるが、多量の発汗で
皮膚は冷たく湿っている。血圧の異常をみないの

が普通である。
(救急措置)

涼しいところで安静にし、水をとらせる。

(参考2)

熱中症による死亡災害

平成6年及び平成7年は、 2年続けて猛暑であっ

たことから熱中症による死亡災害が多発した。

発生件数の准移

以下、平成6年及び平成7年に発生した熱中症

による死亡災害の概要を示す。
①月別被災状況

熱中症による死亡災害は、 7月、 8月に集中して

いる。特に、 8月上旬に多くの災害が発生している。

②業種別被災状況
平成6年及び平成7年ともに建設業での発生が

最も多い。また、建設業以外の業種においても、工

事現場の警備や車両の誘導など建設業に付随す

る作業において発生している例が多い。

屋外、屋内での発生状況をみると、屋外の工事
現場での作業中や工場周辺の草取り作業中の災

害など、屋外での作業で熱中症にかかる例が圧
倒的に多くなっている。

③時間帯別被災状況
発生時間帯では、午前日時から午後5時までの

聞に多く発生しているが、展の休憩時間後の13時

台の発生件数は平成7年に1件発生しているのみ

で非常に少ない。これは、気温が高い時間帯での

発生が多いことを示す一方で、休憩及び水分など

の補給が熱中症の予防に非常に重要であることを

示しているものと言える。

④年齢別被災状況

被災者を2 0歳から10歳ずつの区切りに分けて、

70歳までの年齢別に調べると、 50歳台を頂点とし

て年齢が高くなるとともに被災者数が増加する傾
向がみられる。特に、平成7年においては24人の全

被災者数のうち50歳台が15人 (6 3%)となコてお 
り、 50歳台に集中して発生している。 開Tr河
⑤災害事例(省略) 脳i以
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労働省発基第63号
平成8年6月19日

都道府県労働基準局長殿
労働事務次官

労働安全衛生法の一部を
改正する法律の施行について

労働安全衛生法の一部を改正する法律は、第

136回国会において本年6月11日に成立し、本日、

平成8年法律第8 9号として公布され、本年 10月1

日から施行されることとなった。

ついては、下記の事項を了知の上、改正法の施

行に遺憾なきを期するよう、命により通達する。

記

第1改正の経緯及び趣旨

最近における労働者¢健康をめぐる状況をみる

と、高齢化の進展等により、脳・心臓疾患等につな

がる所見を有する労働者が増加しており、一般健

康診断(定期)の結果では、これらの者を含め、労

働者の3人に1人が何らかの所見があり、特に中小

規模の事業場において有所見者の割合が高い状

況にある。

また、産業構造の変化や技術革新の進展等によ

り、労働の態様に変化が生じており、これに伴い、

仕事や職場生活で悩みやストレス等を感じる労働

者が増加しているほか、「過労死」が社会的に大き

な問題となっており、その予防のための総合的な

対策を講ずることが必要となっている。

このような状況にかんがみ、労働省としては、本

年1月の中央労働基準審議会からの建議「労働者

の健康確保対策の充実強化について」を踏まえ、

すべての労働者が識業生活の全期間を通じて健

康で安心して働くことができるよう、労働者の健康

の確保のための施策の充実を図ることとし、労働

安全衛生法の一部を改正する法律案を取りまとめ

て国会に提出し、その審議を経て、今回の改正が

行われたものである。

第2改正の内容

1 労働衛生管理体制の充実

(1)産業医の専門性の確保等(第 13条関係)

イ 上記第1のような労働者の健康をめぐる状況

に的確に対応した労働者の健康管理を行うた

めには、事業場の産業保健活動の中心的な役

割を担う産業医が、労働者の健康管理等を行う

のに必要な専門的な知識を身に付けて、当該専

門的知識を活用してその職務を的確に行う必

要がある。

このため、産業医は、医師の中から選任するこ

とに加え、労働者の健康管理等を行うのに必要

な医学に関する知識について一定の要件を備え

た者でなければならないものとしたものである。

ロ事業場において労働者の健康管理等が適切

に行われるためには、その専門家である産業医

が事業者に対しその専門的知識に基づく意見を

的確に述べることができるようごすることができる。

このため、産業医は、労働者の健康を確保す

るため必要があると認めるときは、事業者に対

し、労働者の健康管埋等について必要な勧告を

することができるものとしたものであること。

ハまた、事業者が産業医の意見に基づき必要な

措置を講ずることが重要であることから、事業者

は、ロの勧告を受けたときは、これを尊重しなけ

ればならないモのとしたtのであること。

(2)産業医の選任義務のない事業場の労働者の

健康管理等(第 13条の2関係)

すべての事業場において、労働者の健康の確

保が図られるためには、その事業場の状況に応じ

た必要な産業保健サービスが提供されることが重

要であり、そのためには、事業者が、産業医の選任

義務のない事業場においても産業保健サービス

が提供されるよう努める必要がある。

このため、事業者は、産業医の選任義務のない

事業場について、労働者の健康管理等を行うのに

必要な医学に関する知識を有する医師等に労働

者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように

努めなければならないものとしたものである。

(3)国の援助(第 19条の3関係)

(2)の事業場の労働者の健康管理等に対する

取組を促進することにより、労働者の健康の確保を

図る必要がある。

このため、国は、 (2)の事業場の労働者の健康の

確保に資するため、労働者の健康管理等に関する

相談、情報の提供その他の必要な援助を行うよう

に努めるものとしたものであることロ

2職場における労働者の健康管理の充実

(1)健康診断の結果についての医師等からの意

見聴取(第 6 6条の2関係)

健康診断実施後の就業場所の変更、作業の転

換等の措置を的確に実施するためには、医学的知

見を踏まえて実施される必要がある。

このため、事業者は、有所見者について、健康診

断の結果に基づき、労働者の健康を保持するため

に必要な措置について、医師文は歯科医師の意

見を聴かなければならないものとしたものである。

(2)健康診断実施後の措置(第6 6条の3関係)

健康診断実施後の措置を的確に実施するため

には、医学的知見を踏まえて実施される必要があ

るとともに、その適切かつ有効な実施を図る必要が

ある。

イ事業者は、 (1)の医師又は歯科医師の意見を

勘案するものとし、その必要があると認めるとき

は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の

変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を

講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設

備の設置文は整備その他の適切な措置を講じ

なければならないこと。

ロ労働大臣は、事業者が講ずへきイの措置の適

切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公

表すること。

ハ労働大臣は、必要があると認めるときは、事業

者又はその団体に対し、ロの指針に関し、必要

な指導等を行うことがでさること。

(3)一般健康診断の結果の通知(第6 6条の4関
係)

脳・心臓疾患等を予防するためには、事業者が

適切な措置を講ずるだけではなく、労働者自らが

自主的に健康管理に取り組んでいくことが重要で

あり、そのためには、労働者が自らの健康状況を把

握しておく必要がある。

このため、事業者は、一般健康診断を受けた労

働者に対し、当該健康診断の結果を通知しなけれ

ばならないものとしたものである。

(4)保健指導等(第6 6条の5関係)

労働者の自主的な健康管理の取組を層促進

していくためには、一般健康診断の結果、特に健

康の保持に努める必要があると認められる労働者

について、事業者が医師、保健婦等による保健指

導を実施するととモに、労働者の健康管理に対す

る自主的な努力を促す必要がある。

このため、次の措置を講ずるものとしたをのであ

る。

イ 事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の

保持に努める必要があると認める労働者に対

し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を

行うように努めなければならないこと。

ロ 労働者は、 (3)により通知された健康診断の結

果及びイによる保健指導を利用して、その健康

の保持に努めることロ

3 その他

罰則そ¢他所要の規定の整備を行うこととした

ものである。

4 施行期日等

(1)施行期日(附則第1条関係)

この法律は、平成8年 10月1日から施行するもの

としたものであること。

(2)経過措置(附則第2条関係)

平成10年9月3 0日までの聞は、事業者は1の(1)

のイの要件を備えた者以外の医師を産業医とする

ことができるものとしたものである。

(3)その他(附則第3条及び附則第4条関係)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及E派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和

6 0年法律第88号)第45条の規定について所要の

整備を行う等所要の規定の整備を行うこ 阿T甫
ととしたものである。 組i以

［お詫びと訂正J 7月号30頁掲載の労働省発基第61号
は、 「労働省労働基準局長」ではなく「労働事務次官」通
達です。また、 31頁表中の括弧内は脳血管疾患及び虚
血性心疾患事案の内数です。お詫ひUて訂正します。
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2重契約関係下での業務起因性認める
労働保険審査会・エスビー陸上部選手の事故死は労災

1990年8月23 日、北海道常呂

町の国道で、北京での第11回ア

ジア大会代表選手に選ばれたエ

スピー食品の陸上部選手(スポー

ツ推進局所属)3人が日本代表

チームの合宿に向かヨ主中、交通

事故死した事件で、労働保険審

査会は6月2 4 日付けで、「事故に

よる死亡は業務に起因するもの」

と認め、遺族補償給付・葬祭料を

不支給とした労働基準監督署の

決定を取り消した。

労災が認められたのは、エス

ビー食品の金井豊選手(当時30

歳入谷口伴之選手(同2 9歳) 、松

尾昌徳選手(同2 4歳)の3人。 3人

は同社陸上部の夏期強化合宿

を終了した後、同日から札幌市

において(社)日本陸上競技連

盟(陸連)により実施されるアジア

大会の日本代表選手強化合宿

に参加するため、会社手配のワ

ゴン車に乗車して合宿先旅館を

出発し、札幌行飛行機に搭乗す

べく女満別空港へ向かう途中、ト

ラックと正面衝突、死亡したtの。

遺族は「陸連合宿への参加は

会社の業務命令によるもの」と主

張したが、労働基準監督署(原

処分庁)は、「アジア大会代表選

手は陸連が選考するもので、会

社を代表して出場するものとは

認められない。形式的に会社の

出張扱いになっていても、恩恵

的ないし好意的性質に基づくも

の。陸連合宿へ参加する途上で

の事故は業務遂行中のものとは

認められない」と判断した。

労働保険審査会が尿処分庁

の判断を覆した理由を1人の被

災者に関する裁決書でみると次

のとおりである(他の者も同様)。
(1) r被災者の主たる業務は陸

上競技の練習と大会出場であっ

て特殊ではあるが企業の営業政

策に合致して合理性があること、

業務の遂行の態様を見るに業務

計画としてのスケジュール表等

による一応の時間的、場所的拘

束性が見られること、その他、例

外もあるが一般的に言って上司

たる監督等による指揮監督関係

が存すること、採用過程・配属や

出勤・退勤・年休の管理、特殊勤

務手当等の労働条件面にも特殊

性が認められるが、おおむねその

業務の特殊性に対応するものと

認められ合理性があること、陸上

部選手には多額のスポーツ報賞

金が支払われる可能性があり、こ

の点には(陸連のアマチュア規

定に照らしての問題点はさておく

も)通常の労働契約としては疑義

があるが、被災者の場合には平

成2年上期(6月間)において2 0 0

万円であり、また、その一時金的

な性格をも考慮する必要がある

こと、その他の点は、おおむね就

業規則によって管理されているこ

とからして、全体としては被災者

と会社との聞にいわゆる使用従

属関係が存すると認められ、被災

者は労災保険法上の労働者に

該当すると判断される。」
(2) r会社夏期合宿終了日のーー

午後0時15分合宿先の旅館を出

発するまでの聞は上記の会社夏

期合宿に係る出張命令に基つい

て業務を遂行したものであり、そ

れ以降は陸連合宿参加のため

の行動に移ったものとみるのが

相当である。 」
(3) rそこで、合宿先の旅館を出

発して以降本件事故までの問、

被災者が会社との労働契約に基

づく業務を遂行していたか否か

について、以下に検討する。

①被災者がアジア大会の日

本代表選手になるについての事

務手続の経過、会社も承認をし

たものと推認されること等から、

被災者らは「その同意によって直

接陸連ないしJOC( 日本オリン

ピック委員会)との間でアジア大

会のー日本代表選手になること

について一種の依嘱ないし委託

ともいうべき契約関係(その詳細

は、本件審査資料からは必ずしも

明らかでない。)に入ったとみるこ

とが相当である。しかしながら、

ー係る契約関係に入ったからと

いっても、特段の事情がない限

り、直ちに・会社との聞の労働契

約関係を遮断する毛のとみること

は相当でない。すなわち、 現に

同年8月 23 日までの聞は引き続

き会社の指揮監督下に陸上部選

手としての通常の練習、合宿等

を行っていたのであるから、会社

との聞の労働契約関係を維持し

つつ、陸連ないしJ O Cとの問の上

記の契約関係が成立したことに

より、 2重の契約関係の下に入っ

たものと解せられる。 」

②「原処分庁は、…(注アジ

ア大会への日本代表としての出

場は)会社名入りのユニフォーム

の着用もゼッケンによる会社名の

表示もないのだから事業を代表

するものでなく、業務に当たらな

いとしている」が、「かかる大会出

場をすること自体、ー当該選手

が注目を浴びて新聞雑誌の記

事として取り上げられるのである

から."会社による陸上部選手

の採用・育成の趣旨・目的に合

致していること」、その他会社で

の手続・報賞金制度の存在等々

「を総合して考えると、被災者の

アジア大会出場については、会

社と同人との聞の労働契約上に

おいては陸上部選手としての業

務の範鴎内にあるものとして取り

扱うことが可能な事項であるとL思
料されるので、日本代表としての

同大会出場自体は一時的には

陸連ないしJ O Cと被災者との問

の契約関係に基づくものである

にしても、これと重複して、会社と

被災者との聞の労働契約上の被

災者の業務の範囲内に属する

事項であったというべきであり、

それが会社からの命を受けて行

われる場合には、特命事項として

その者の業務になるをのと解され

る。(したがって、その場合におけ

る被災者の同大会におけるー日

本代表選手としての役割は、陸

連ないしJ O Cとの間の契約関係

及び会社との労働契約関係とい

う2重の契約関係に基づいて遂

行されるものと理解されるべきも

のである。)J( 注「アジア大会出

場に付随する被災者の陸連合

宿参加についても」同様とする。)

③ 「そうだからといって、かか

る2重の契約関係の下での被災

者ーのすべての行為について、

会社の指揮監督ないし管理の下

にあったとみること、つまり業務遂

行性があるとみることは相当で

はない。すなわち、被災者ーの私

的行為によって会社との指揮監

督ないし管理の下から脱した場

合はもとより、陸連ないしJ O Cとの

聞の上記契約関係に基づいて

被災者ーがなす陸連ないしJ O C
の指示に基づく行為や陸連ない

しJ O Cの管理の下の行為につい

ては、陸連ないし JOCとの聞の上

記の契約関係に入ったことが会

社の指示・命令による場合にお

いても、陸連ないし JOCの指示・

管理の態様のいかんによって

は、被災者ーが会社の指揮監督

ないし管理の下から脱している

とみるべき場合もあり得るのであ

る。したがって、被災者ーの個々

の行為が会社の指揮監督ないし

管理の下にあったか否かについ

ては、会社による指揮命令の態

様、賃金や旅費等の負担の状況

等、その実態を総合的に考慮し

て判断すべきものである。 j

④「原処分庁は、被災者らは

本件事故当時、陸連合宿への参

加のために既に陸連の管理下に

あったと主張」し、「請求人側は、

(注:陸連合宿そのをのについ

て)陸連¢管理によって被災者が

会社の指揮監督ないし管理の下

から脱しているとはみらすほい旨

主張しており、陸連に専属の監

督、コーチがいないなど、 一部

についてはこれを裏付ける証拠

もみられるが、全体としては、本件

審査資料上その実態は必ずしも

明らかであるとはいい難い。」

⑤「被災者あてのー陸連合

宿参加依頼文には『集合 :8月23

日9時3 0分、羽田空港宇L幌行きカ

ウンター前』とある一方、他の3名

あてのー参加依頼文には集合場

所の明記がない。 経連及び会

社の関係に関する連名文書によ

れば『陵連は、本件に関しては集

合時点(陸連の指定したホテルに

到着)以後を陸連支配下としてい

る』旨の記載がある‘、会社は女

満別発札幌便航空券の代金負

担は会社がするとの理解の下に

その手配を行っていることが認め

られる。これからすると、本件に関

しては、被災者らか濯連合宿に関

して陸連の現実的、具体的な管

理下に入るのは、女満別空港到

着時以降と解される余地がなくは

ないものの、おおむね、被災者ら

の陸連の指定したホテルへの到

着時以降とみられる。」

⑥「いずれにしても、本件事

故は、女満別空港到着時までに
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発生したtのであるから、陸連合

宿における陸連の選手管理等の

具体的な態様を論じるまでもな

く、未だ、被災者らは、陸連合宿

それ自体による陸連の現実的、
具体的な管理下に入ったものと

は認めら恥日立いことは明らかであ

るので、原則的には、陸連の管理

によって被災者が会社の指揮監

督ないし管理の下から脱してい
るとは認められない。」

⑦ 「そこで、被災者らが経連

合宿への参加のため女満別空港
へ向けて赴いた行為を含む被災

者らの陵連合宿への参加のため

の行為についてみるに、請求人は

会社からの業務命令ないし出張

命令によるものであると主張する
一方、原処分庁はそれが出張扱

いになっていることは単に会社の

恩恵的ないし好意的な性質のも

のに過さ: 9 ' 、被災者らの当該行動

は、陸連の管理ないし指示による
ものであると主張して」おり、原処

分庁の主張の「根拠としては、被
災者らの陸連合宿参加ないしア

ジア大会出場については、事業

を代表しての行為であるか否か

につき疑義があること、・陸連が

日本代表選手などとしての選考・

推薦や派遣依頼を行い、その経
費の一部負担をするなど、その積

極的関与が認められることにある

ものと考えられる。 j

⑧ 「しかしながら、被災者らの

陸連合宿への参加は、事業を代
表しての行為か否かは別にして

も、 (1主.上記(Iのとおり)、その

労働契約上は陸上部選手の業務
の範囲内に属する事項であると

認められることに加えて、本件の

場合には」、会社社長からのアジ

ア大会出場のための合宿計画や

選手のコンテ守イション調整等のK

局長への一任、合宿へのト］/-ニ

ングパートナー及ひアシストの出

張扱いによる参加の承認、被災者

らも出張扱い、航空券の手配、会

社夏期合宿先旅館から女満別空

港までの旅程に用いられた車両

も会社の負担で手配し、会社のマ

ネージャー等が相談して合同合

宿していた早大競走部マネー

ジャーが運転していたこと等々
「カもすれば、会社のいう上記の

陸連合宿に係る『出張命令』は、

単なる福利厚生等の恩恵、的ない

し好意的な性質のものと理解す
ることは当を得ず、業務上の命令

すなわち出張命令として発せら

れたものとみるのが相当である, J
⑨陸連合宿への参加につい

ては菓議書は未作成であった
が、「会社の出張命令は裏議警の

決裁後に出されるのが通例であ

ること、通常出張命令は出張先、

出張の時期を特定して行われる
ものであることを考慮すると、陸連

合宿の日持、場所が特定されて、
被災者らに伝達されたのは、 8

月14日以降同月 20 日までの聞と

推認されるので、その伝達の際、

当該出張命令が発せられたもの

と認めるのが相当である。」

⑩「したがって、被災者らが

女満別空港に向けて赴いた行

為を含む被災者らのした陸連合

宿への参加のための行為は、会

社の出張命令に基づくものと判

断されるが、同時に、陸連の指示

に基づくものであることも明らか
である。しかしながら、この陸連

の指示は、被災者らの場合には、
…(注。~にみたように)結局のと

ころホテルに入る日時を指定し

たにとどまり、どのような経路、方

法でホテルに入るかは、被災者

らないし会社に委ねられており、

現に、会社が、女満別空港までは

ワゴン車を特別に手配し、その経
費を負担し、また、女満別発札幌

便航空券についても、その代金

の負担は会社がするとの理解の

下にその手配を行っていること
が認められる。これらからすると、

陸連の当該指示は、被災者らに

対する会社の指揮監督ないし管
理を排するものとはいえない

そうすると、本件事故の発生時に
おいては、未だ、陸連の指示ない

し管理によって被災者らに対す

る会社の指揮監督ないし管理が

遮断されたとは認められない。 j
⑪「本件事故の発生の場所

及びその態様については、 ・会

社夏期合宿先の旅館から女満

別空港への合理的経路上にお

いて、 会社が特別に手配し、そ

の経費を負担するワゴン車に同
乗中に発生したものであること等

が認められ、かつ、被災者による
私的行為等の業務逸脱行為は

認められない。したがって、本件

事故時においては、被災者は会

社の管理下にあったものと認めら

れ、被災者には業務遂行性が認
められる。 」

⑫「以上から、業務遂行性が

認められる中で発生した本件事
故には業務起因性が認められ、し

たがって被災者の本件事故によ

る死亡は業務に起因す田
るものである・・・。 j

重大事故でも下請け労災時、し
神奈川・検証「東関硫化水素漏えい事故」

昨年5月3 0 日、

東燃側川崎工場

で起きた硫化水

素漏えい事故は、

4 7名の死傷者を

出したという規模

の大きさからいっ
ても、また、老朽化

しつつあると言わ
れるコンビナート

での災害である
という意味でも見

過ごすことかTき

ない。最近増加傾

向にある重大災害の典型とも思

われるので、若干の検証を加えつ

つ、神奈川労災職業病センターの
この事故にかかわる下請けの補

償問題の取り組みを紹介したい。

検証の第1は、単純ミスによる事

故と言われながら、なぜ単純ミス

が起きるのか?しか宅なぜ東燃だ
け頻発するのかつ高い技術と収

益力を誇る東燃の合理化がささ

やかれる中で、事故の原因となる

背景にまで問題が十分に堀り下

げられたかどうかである。 2つ目

は、この種の重大災害に伴う下請

けの労災隠しの問題である。否、

こうした明々白々の重大災害にす

ら労災隠しがついてまわると言う

べきかっ系列化の下請けで起こ

る根深い労災隠しにどのように監

授の目を光らせていくかである。

さらに3つ目は、 3年連続の重大災

害の増加を「極めて憂慮すへき事

態」ととらえている労働行政が、重
大事故のたびごとにその犠牲と

なっている下請け労働者の補償

問題に十分対応できていないと

いう現実についてである。

。安全対策は企業秘密?

神奈川労働基準局では、事故

の発生原因を「硫化水素ガスが

通じている配管に接続されたブ

ロック弁の取り外し作業を行って

いるに毛かかわらず、手動バルブ

を閉止していなかったこと、当該

作業エリアに硫化水素ガスが流

れ込まないような十分な措置を

行っていなかった」としている。

残念ながら、こうした単純ミスが

なぜ、しかも東燃だけに頻発する

のかG晶去にモ度々事故が頻発し
ている>、とい牙弘たちの率直な疑

問は、東燃と私たちの2度の申し
入れによる直接交渉によっても氷

解しなかった。そこには当事者側

も気がついていない重大な錯誤
があるように思われてならないG

事故後の安全文捕として、東燃

側は私たちに川崎市消防局に提

出した「改善計困書」の骨子なる

ものを提示している。しかし、その
中に触れられているダブルプロテ

クション、ダ?ブルチェックシステム
(安全の2重化)にしろ、その具体

的内容むなるや「企業機密に属す

ることJとして口を濁す。さらに問
いただすと「同業他社にノウハウ

を知られたらまずい」という回答が

返ってきたのには、首をかしげざ

るをえなかった。製品開発に関わ

る機密保持というならまだわかる。

しかし、ことは広く関連協力会社

や下請け、孫請けの労働者にも周

知徹底しなければならない安全

にかかわる重要な事項である。機
密主義を守らなければならない理

由がどこにあろうか。

交渉が終わって、同工場の門

前に掲げられているK Y T (危険

予知司l腕車)の大きく目立つ標語を

目にして、製品開発と同じ発想で

安全対策をやっていることに安全
担当の責任者ですらまったく無自

党でいられる|日態依然たる体質

を見たような気がした。それは、決

して単純ミスによる事故を生み出
す体質と無縁ではないはずだ。

e下請けの補償問題と労災穏し

事故直後の被災者への電話取
材で、すでに東燃の下請けの系
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列によっては、露骨な労災隠しが
あることを聞いていたので、東燃

が事故の被災者の補償にどれだ

け誠意をもって対応をしていくの

か注目していた。ところが、私たち

の被災者の補償問題に関するア

ンケート調査がキッカケとなって

下請けの労災隠しが思わぬかた

ちで発覚した。
アンケートは4 7名中4名という

極めて回収率の悪いものであっ

たが、そのうちのEとつにTさんと

いう被災者から「半年以上も過ぎ
ていて、きちんと労災の手続きを

しているはずなのに、未だに何の

連絡もなく、お金もまだなのでとて

も不満に思いますJと相談があっ
たのである。私たちはさっそく監

督署を通して東燃に是正するよ

う要請したが、このこともあって東

燃では、すべての被災者に対し

て元請けとしては異例の「現況調

査」なるものを実施し、被災者の

補償状況を調査していたようだ。
Tさんのところへも東燃の下請

けのY社を通じて「現況調査票j

が送られてきた。ところが、 Tさん

の話では、「現況調査票が送られ

てきて、事故当時の賃金や補償、
入院期間などについて書き込ん

だところ、しばらくしてY社から指

示があり、調査票は白紙のままに

して、名前と印鑑を押すだけでい

いと言われ、もう1枚の用紙が返

信用の封筒とと討さ送巳れてきたJ

という。 Tさんは「これはちょっとや

ましいJと思って、センターに相談
したそうだが、ここには明白にY社

が労災隠しするために東燃の「現

況調査票」を偽造しようとした形

跡がうかがえるのである。

東燃に確認したところ、 Tさんの

休業補償未払いの件について

は、 Y社の下請けである0工務庖
が未払いのまま放置していたこと

がわかったが、この労災隠しもし

くは賃金未払いの事実をY社が0
工務庖とつるんでもみ消そうとし

たことは疑いないのである。

@問題のある監督署の対応
この件については、結局Tさん

の未払いになっている8日分¢休

業補償をO工務屈が直接支払う

ことによって一件落着となったが、
問題はTさんの休業補償未払い

の問題をめぐっての川崎南労働

基準監督署の対応であったe監
督署刊は、 Y社や0工務届を休業補

償未払い、労基法違反で取り締
まるのを怠って、労災手続には
まったくの素人であるTさんに8日

分の休業補償の請求をするよう

指導していたのである。チグハグ

と言うにはあまつにお粗末な監督

署の対応と言うべきである。

労働省は「いわゆる労災隠しの

排除についてJ(1991年 12月 15

日付け)の通達などで、労災隠し

の取り締りを強化してきている。し

かし、今回の東燃の事故の対応

に見るように、事故が発生したと

きなどに、もぐらたたきのように元
請けに労災隠し排除の指導をす

るだけでは、いつこうにその体質

はなくならないのである。

今回の東燃の下請け労働者の

補償問題については、その他に

も、事故を理由に契約期間前に解

産したり、賃金等の労働条件をー
方的に低下させたりする悪質な

ケースが目立ったので、最終的に

は東燃に補償問題の窓口を設置

させて、監視することとなったが、
本来日常不断に監督行政の目が

行き届いておれば、このようなこと

は必要ないはずであるo労災隠し

排除がかけ声だけで終らないよ

うに、下請けにまで監督行政の目
を光らせる労災隠し防止対策を

強く望む宅のであるGそれが、ひい

ては重大災害防止のひとつの切
りロとモなると思lうからである。

(神奈川労災職業病センター)

東燃慨腕化水素漏えい事故

昨年5月3 0 日、神奈川・川崎市

の東燃綱川崎工場で脱硫装置の

定期改修工事の際に、圧力調整

弁が開いて配管から硫化水素が

漏えいし、硫化水素中毒で4 7人
が被災し、 3人が死亡。同年9月25

日, ) 111崎南労働基準監督署が、
東燃と同社川崎工場の工事担当

者を労働安全衛生法違反(健康

障害防止義務)などの疑いで書

類送検。同署は、被疑事実の概要
を「被疑者らは、 5月29 日から30 日

にかけて、濃度約 80%の硫化水

素ガスが流れている旨を示す、赤

いテープが大きく巻かれていた配

管につながる圧力調整弁の下流

弁を取り替えるため、向配管を分
解する作業を請負業者¢労働者

らに直接作業指示をして行わせ
たものであるが、同作業を行わせ

る場合には、同配管から、硫化水

素ガスを確実に排出し、かっ、同

配管に硫化水素ガスが流入しな

いよう上流バルブの閉止、ブラン
ク板挿入等の2重閉止措置が必

要であったにもかかわらず、それ

切措置を講じなかっ困
たjとしている。

3時での塗装作業で脳出監
大阪・トラック運転助手の労災認定

も過重な労働負担が認められず、

また、被災者は「脳出血」の後遺
症による失語症を併発し、当初は

まったくと言っていいほど発症に

N運送株式会社勤務のO氏
は、数年来続くバブルの崩壊によ

る運送業界の低迷や過当競争に

より、本来のトラック助手業務が激

減し、おりしも阪神淡路大震災が
重なり、 1995年2月以降は車庫の

掃除や雑益業務しか与えられて

いなかった。そんなおり、 N運送株

式外車社屋のベランダ手すりが

同日午前9時 50分

頃、午前1 0時になれば

休憩時間であり、 O氏
は階下に降りてくるが、
作業の進行状況を見
極めるべく、社長自ら3

階へ上がっていったと

ころ、 3階ベランダ外側

でうずくまっているO氏
を発見した。応急手当

てを施したが、意識不

明で体が麻座してい
るようであり、近隣にあ

るK病院に移送した。

発見が早かったため、
手術を施行し一命をと

りとめた。

発症以後、組合員
ならびに会社社長から労災申請

について相談があり、早々に調査

に入ることとなった。調査を進める

中では、発症前例えば1週間ある

しヰま3か月間さかのぼって考えて

至る経過がつかめなかった。しか

し、被災者は快復が早く、徐々に

ではあるが失語症を改善され、発

症の実態が明らかになってきた。
被災者は、基礎疾患として「高

血圧症」と「高脂血症」があった

が、 CI高所での作業であった、②

発症前日に合理化提案があって

被災者だけか対象とされていた、
C以宇業中に転落しそうになるとい

うアクシデントがあった、との事実
が確認された。

以上のことから労災適用が当
然と判断し、昨年 10月28 日に淀

川労働基準監督署に労災補償

請求を行った。以降数度にわたっ
て労基署と交渉を行い、本年4月

10日付けで業務上決定をみたロ
今回の労災請求に当たっては、

N病院S医師に基礎疾患と業務と
の関係について貴重な意見書を

提出いただいたことも認定にい

たった大開因である囲
と考えられる。

全港湾関西地方大阪支部安

全衛生委員会(関西労災職業
病9 6年5月号より転載)

と場労鱒者的職業購認定
語島・皮はぎ作業で頭部脊椎管狭窄症

老朽化していたため、社長よりベ
イント作業を命ぜられ、 1995年6月

2 0日の発症日も午前8時3 0分頃

より、 N運送株式会社3階ベランダ

外相jのペイント作業を行っていた
(写真参照)。

徳島市の四国日本ハム徳島工
場の豚解体ラインで働いてきたT

さんの「頚部脊椎管狭窄症」に関
する労災請求についてJ月上
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旬、徳島労働基準監督署は業務

上災害と認定した。
Tさんは、全国一般徳島地本四

国ハム所属の最古参労働者であ
る。今回の労災認定は、地本、支

部、そして全国と場・食肉市場労
働組合連絡協議会(以下、全国

協)の積極的な取り組みによって

かちとられたものである。その過
程で、人員増を実現するなど労働
条件改善も前進している。一方、

昨年末から工場閉鎖攻撃がかけ

られるも本工場労働者を含め全

員が全国一般に加盟、この団結

で3月閉鎖を撤回させ現在に至っ
ている。そラした厳しい状況下、今

回の労災認定は今後の労働条件
改善に資するものと思われる。

@長年のデハイダ一作業が原因
Tさんの症状は、テ守ハイダー(写

真参照)という振動工具を使用し
て豚の皮を剥く(はぐ)作業に従

事することによる上肢から頭部へ

の労働負担の繰り返しによって脊

椎の変性が起こり変形性脊椎症
を発症し、その結果、神経組織を

通っている脊椎管が狭くなって神
経を圧迫し、後頭部から頚肩腕部

の強国な痛み、シビレをもたらし

たものである。そうした症状は腰

にも及んでおり、 Tさんは腰痛にも

悩まされている。
Tさんは、 1970年 (29歳7から豚

解体ラインで就業開始。 1978年

のライン変更に伴い、皮はぎ工程

にデハイダー(圧搾空気動力駆動
のもので重さ約1.9kg)が導入さ

れ、以来、一貫してデハイダーに
よる皮はぎ作業に従事してきた。

この作業は3人 (3ポイント)以上の

流れ作業で行うのが通常だが、

日本ハムの出す解体料が非常に

低いため人員を増やせず、多くの
期間Tさんはほとんどひとりで従
事せざ、るを得なかった。作業は、

右手にデハイダー、左手で皮を握
り、足で釣り下げられた豚の皮を、

モモから肩の部分まで(作業点的
には上から下まで)、次の工程で

あるスキナー(皮はぎ機)にかけ
られるようlこむくというものだ。

この作業は、デハイダーを握り

しめて保持し続けて作業をする

ため、両腕に相当力を入オV J Jナれ

ばならない。作業点を自分の胸よ

り高いところに保持したり、あるい

は逆に深い前かがみ姿勢を取る
という具合に不自然な姿勢が多

く、頭、肩、腕、腰への多大な労働

負担のかかる重労働である。

配置人員から考えて、通常の

皮はぎ作業の3倍以上の労働負

担がかかっていたと考えられる。
現在、平均的な作業工程と思わ

れる大阪市中央卸売市場南港

市場では、同様の工程を計約5

人で分担している。すなわち、大

阪・南港では、前処理で「もモム

キ J(ナイフ使用)に 1人、デハイ
ダー処理で4人の計5人が配置

されており、これらの作業を合わ

せた作業内容をTさんは1人でこ

なしていたのである。

現在の大阪・南港の処理頭数
は1日5 0 0頭程度であり、徳島日

本ハムもほぼ同水準であることか
ら、 Tさんは長年にわたり1人当た

切宇業量で5倍程度¢作業量をこ

なしていたことになる。(また、大
阪・南港などでは、作業点の高さ

に応じて作業台をつけたり、作業

ポイント問で担当者を交代するな

ど作業負担を減らす工夫がされ

ている。)

さらに、通常は別に作業ポイン

トを設けて行う、ハラミ取り、生殖

器取りの仕事も、 Tさんはデハイ

ダーを使用して行っており、その

分も余計に負担となっていた。

1 9 7 8年以降14年間の年間処理
頭数は92,276頭～149,404頭で、

平均122,7 6 5頭ロ休日を除いた年

間稼働日数(約2 4 4 日)でこれを
除すると、 1990年の612～即日を最

高に、平均 5 0 3頭/日を処理してき
ている。全体でこれを15～16名で

処理してきでおり、全国的な水準

から考えても棺当な労働過重に
なっていた。

こうした負担作業の中、 Tさん

は約 1 0年前から左手のシビレ、

肩のこり、頭痛に悩まされるように

なった。症状は 1993年冬に相当

主霊化し、病院に受診し頚部の手
術を勧められた。しかし、この時

点では現場を抜けるわけにもい
かず、我慢して作業を続行、 2月

に新人を入れ、技術修得をさせ

たうえで5月1日より休業を開始
し、 5月6日入院、 7月 29日に脳神

経外科にて頚部脊椎管狭窄症
の手術を受けた。その後、 1994

年2月 14日に退院した。その後も
症状はすぐれず、湿布薬を手放

すことが℃きず、通院加療を続け

てきた。

Tさんの件を契機に、現在、デ

ハイダーの部分には2名増員し、
3名体制となっている。

@医学的にも因果関係は明らか
労災請求後、整形外科の観点

から片岡浩之・田島隆興医師が、

労働衛生の観点から天明佳臣・
熊谷信二氏がそれぞれ業務上
疾病であるとの趣旨の意見書を

提出した。片岡・田島意見書は、
被災者の診察、主要なX線 .MRI

写真の検討、労働現場視察と港

湾労働者の港湾病を長年診てき
た経験を踏まえて書かれたもの

である。天明・熊谷意見書は、横

浜市のと場における労働衛生調

査、産業医としての知見を踏まえ

ながら、徳島日本ハムの現場の実
態調査、筋電図を使った負担調

査結果に基づいて労働衛生学的
意見を述べたものである。

2つの医学的意見は、労働組
合の取り組みとあいまって認定

の決め手となった。徳島労基署
は以上のような労働実態と医誌

を重視し、前例のあまりない本件
のような疾病を業務上認定した

開られる

(関西労働者安全センター)

造麟労働者の石輔自主験診
広島・8名がじん肺管理藍分申請

広島労働安全衛生センターは、
1991年、 1992年、 1994年とこれま

で3回アスベスト1 1 0番を開設、ア

スベスト被災者やその家族、アス

ベスト被害に不安を持つ人たち

を支援してきた。その結果、造船
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関連作業で安全センターが相談

を受け、労災認定を受けた被災

者はすでに6人もおり、ほとんどが

船内蟻装作業に従事していた。

そのため、呉地区においてアスベ

ス!辱門医による自主検診の実施

が必要とされていた。
昨年1 0月、安全センターが企

画したアスベスト自主検診に造
船退職者3 1名が受診。そのうち

2 1名にアスベストを使った所見

がみられた。内容は、胸部X線撮

影とアスベスト暴露と健康に関
するアンケート調査。受診者は、

船内賎装の配管・溶接・鉄工・木

工職で、ほとんどの人が健康不

安を訴えていた。

なかでもIHIを退職と同時に慢

性気管支炎の診断を受け、現在
気管支拡張症で苦しんでいる人

や酸素を常備している人もいた。
そうした聞き取りのなか、姉がん

や肝臓がんで亡くなった人も2名

判明。アスベスト被害の深刻さが

浮き彫りになった。
昨年1 2月には、呉でアスベスト

検診報告会を行った。受診者の
家族を含め3 0名が参加。専門医

からアスベストの被害や健康管
理についての正しい知識、今後

の検診の重要性等を学習した。

アスベスト被害の潜伏期間は2 0

年～40年程度と長く、肺がんなど

を発症する危険性も多いため、

いたずらに不安に思うよヒも自分

たちの健康は自分たちで守る取

り組みが必要である。

このアスベスト自主検診でじん
肺の所見が診られた8名が、今年

4月25 日、広島労働基準局にじん

肺管理区分決定の申請を行つ

た。じん肺管理区分が決定され

れば、じん肺法によってじん肺の

健康障害の程度に応じて、作業
転換等の措置がとられる。じん肺

は加齢とともに進行する場合が多

く、管理区分の決定を受けていれ

ば、合併症や職業がんが発生し

た場合、速やかに労災保険による
救済措置が受けられる。 8名のう

ち3名については、決定を受け次
第、合併症による労災保険給付の

申請を呉労働基準監督署に行う
予定である。

造船関係での退職者によるじ

ん肺管理区分決定の集団申請

は中園地方では初めてのケー

ス。これまで、アスベストを吸っ

て、じん肺になっていてもじん肺
健康診断を受けていなかったり、

医師の診断が得られなかったり

して自分は該当しないとあきら

めていた人もたくさんいる。今回

のアスベスト自主検診、集団申
請は、呉地区に潜在的に存在す

るじん肺患者救済への第一歩と
して意義のあることと言 問明

える。 魁よ胤

(広島労働安全衛生センター)
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圃ブラジJLの労働安全衛生団体
であるDIESAT(Trade Union

Workplace Hea1th Research

Department) が、 1995年8月に 15

周年を迎える。 DIESATは、 1980

年に軍事独裁政権を打倒する中

で、職場の労働者が設立し、現在
はCUT、F Sという2つの労働組合

全国組織にまたがって、運営され
ている。 1 5人のスタッフを抱えて、

労働組合とともに職場の改善交

渉のための調査研究、セミナーの
開催などをしているロ RSI、メンタ

ルヘルス、交替勤務、騒音、じん

肺、アスベスト、化学物質などの

問題にも取り組んできた。

圃ブラジル、アルゼンチン、パラ

グアイ、ウルグアイの国々からな

る、地域経済共同市場Mercosur

ができたことで、ブラジルやアル
ゼンチンの企業が国境を越えて
規制の緩い国に進出して、労働

者の権利を侵害しており、大きな
問題になっている。 CUTは統一

の労働安全衛生などの基準を作
るように求めているが実現は困

難である。

圏アメリカ・カリフォルニアとメキ

シコ国境で、貨車の農産物に使

われる農薬が原因での中毒事

故が発生している。 1989年から

9 3年の聞に、テキサス州の厚生
省がつかんでいるだけでも、 11

人が被災し、うち2人が死亡して
いる。 回
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北海道.社団法人北海道労働災害・職業病研究対策センター
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136江東区亀戸 1-33-7
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広 島・広島県労働安全衛生センター
732 広島市南区稲荷町5 - 4 前田ピル

J鳥 取・鳥取県労働安全衛生センター
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